
　厚生労働省の高齢者医療制度改革会議は１２月２０
日、後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療
制度に関する最終取りまとめを大筋で了承した。財
源について「国費をはじめとする公費の拡充を図る
べきことは改革会議の意見の大勢」との文言を盛り
込み、政府・与党が進める税と社会保障の一体改革の
方向性と歩調を合わせるべきとの考えを打ち出した。
　政府は１２月１４日の閣議で、「社会保障改革の推進に
ついて」と題した基本方針を決定した。▽社会保障

の安定・強化に向けた具体的な制度改革案と、税制
改革に関する一体的な検討を２０１１年半ばまでにまと
める▽野党も含めた常設会議体の設置▽社会保障・
税にかかわる番号制度について、１１年秋以降早期に
関連法案を提出する―が柱となっている。
　１１年の通常国会に関連法案の提出を目指す次期制
度改正について議論していた厚労働省の社会保障審
議会・介護保険部会は、１１月３０日付で「介護保険制度
の見直しに関する意見」を取りまとめて公表した。「介
護職員処遇改善交付金」を介護報酬に組み込む方向
で検討すべきとの見解や、第２号被保険者の保険料
への総報酬割の導入を両論併記で盛り込んでいる。
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今月の主な動き
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※太字は一般参加の行事、詳細は後掲６０～６１ページ
※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。
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場　　所開始時間行　　　事

　事務局休務

１日土
２日日
３日月
４日火

ルームＡ午後２時保険審査通信検討委員会７日金
ウェスティン都ホテル京都午後２時３０分左京医師会との懇談会８日土
うじ安心館３階午後２時３０分宇治久世医師会との懇談会

１２日水
ルームＣ午後２時医院・住宅新（改）築相談室
ルームＡ～Ｃ午後２時金融共済委員会１９日水
応接室午後１時ファイナンシャル相談室

２０日木 アミス午後２時法律相談室
ルームＣ午後２時雇用管理相談室
アミス午後２時経営相談室２６日水
ビル葆光（ほーこー） （中京区室町通御池南西角）午後２時１５分第１８０回定時代議員会２７日木
右京医師会館午後２時右京医師会との懇談会２８日金

１
月
の
保
険
医
協
会
の
行
事
予
定

場　　所開始時間行　　　事
下京西部医師会事務所午後２時３０分下京西部医師会との懇談会２月３日木

福知山市中央保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　　  懇談会：午後４時
綾部・福知山医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　  懇親会：午後６時

２月５日土

京都エミナース（銀閣の間）午後２時３０分西京医師会との懇談会２月１５日火
ルームＡ～Ｃ午後２時３０分第６３８回社会保険研究会２月１７日木
山科医師会診療センター午後２時山科医師会との懇談会２月１７日木

ホテルフジタ奈良
　　　　　　　　　　　　　　　  懇談会：午後４時
相楽医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　  懇親会：午後６時

２月１９日土

吉翠苑
　　　　　　　　　　　　　　　  懇談会：午後３時１０分
与謝・北丹医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　  懇親会：午後４時３０分

２月２６日土

京都府庁・旧本館午後２時３０分京響サロンコンサート２月２７日日

今
後
の
予
定

券
犬
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公費拡充は「意見の大勢」／高齢者医療改革
会議最終まとめ
　厚生労働省の高齢者医療制度改革会議（座長＝岩
村正彦・東京大大学院教授）は１２月２０日、後期高齢
者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制度に関する
最終取りまとめを大筋で了承した（資料１、後掲３０
ページ）。厚労省が前回示した最終案に加え、財源に
ついて「国費をはじめとする公費の拡充を図るべき
ことは改革会議の意見の大勢」との文言を盛り込み、
政府・与党が進める税と社会保障の一体改革の方向
性と歩調を合わせるべきとの考えを打ち出した。
　さらに、「医療サービスが良質で効率的なものでな
ければ、そのための費用を負担することに国民の納
得は得られない」と言及。あるべき医療提供体制や
診療報酬、介護との連携などの議論を精力的に進め
「早期に国民に具体策を示していく必要がある」とし
た。
　日本医師会や民主党の高齢者医療制度改革ワーキ
ングチームなどが問題視している７０－７４歳の窓口負
担の段階的引き上げについては、「受診抑制につなが
るおそれがあり、そもそも現役世代の負担割合を含
め引き下げるべきとの意見があった」と記述する方
針だ。
●２０１１年１月にも地方との協議、知事会は不服
　厚労省はまた、新たな高齢者医療制度の関連法案
提出に向け、１１年１月にも地方と協議を始め、国保
が抱える構造的問題などについて議論することを提
案した。
　しかし、最終取りまとめで新制度の運営主体を都
道府県とされたことを不服として神田真秋委員（全
国知事会社会文教常任委員長）は「なぜ今まで（地
方との協議を）してこなかったのか。手順が逆」と
して参加しない意向を表明。最終取りまとめ全般に
関しても「反対に回る」と明言した。

●「通常国会提出へ調整進める」／細川厚労相
　会議の冒頭で細川律夫厚生労働相は、新制度の関
連法案提出について「法案の提出を見送るような考
えは一切ない。次の通常国会に提出を目指す」と述
べ、与党との調整や、全国知事会をはじめとする関係
団体との調整を進める考えをあらためて表明した。
　会議の最後に挨拶した藤村修厚労副大臣は、民主
党の国会対策委員会幹部と協議し、改革会議の方向
性に基づいた関連法案を政府として提出することに
「一応、了解を得た」と説明した。その上で、今後の
国と地方との協議も踏まえて、提出に踏み切る考え
を示した。（１２/２１MEDIFAXより）

社会保障改革の基本方針を閣議決定
　政府は１２月１４日の閣議で、「社会保障改革の推進に
ついて」と題した基本方針を決定した（資料２、後
掲４１ページ）。「政府・与党社会保障改革検討本部」
がまとめた基本方針と同じ内容で▽社会保障の安
定・強化に向けた具体的な制度改革案と、税制改革
に関する一体的な検討を２０１１年半ばまでにまとめる
▽野党も含めた常設会議体の設置▽社会保障・税に
かかわる番号制度について、１１年秋以降早期に関連
法案を提出する―が柱となっている。
　自公連立政権下で成立した「所得税法等の一部を
改正する法律」付則１０４条では「（消費税を含む税制
改革について）１１年度までに必要な法制上の措置を
講ずる」と規定している。政府はこの規定に従って
手続きを進める。
　さらに、基本方針では「成案を得、国民的な合意
を得た上でその実現を図る」としている。峰崎内閣
官房参与は「消費税を含め税の抜本的な引き上げを
行う時には総理は信を問うとおっしゃっている」と
述べ、菅首相が解散総選挙に打って出て消費増税の
賛否を問う可能性もあるとした。
●番号制度「早期に法案提出」
　社会保障・税の番号制度について、基本方針では
「１１年秋以降、可能な限り早期に関連法案を国会に提
出できるよう取り組む」とした。
　社会保障の安定財源について、民主党の「税と社
会保障の抜本改革調査会」は中間整理で▽消費税を
含む税制抜本改革の早期着手▽消費税を社会保障目
的税とする法整備―を求めた。政府の「社会保障改
革に関する有識者検討会」も社会保障を支える税財
源として消費税を基本に考えていくべきとの報告書
をまとめた。
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閣議後の会見で細川律夫厚生労働相は、仙谷由人官
房長官から早期の検討着手や国民との対話に基づく
合意形成の下に議論を進めるように指示を受けたこ
とを明らかにし、厚労省内の検討体制を早急に整え
る考えを示した。（１２/１３・１５MEDIFAXより）

２０１０年度補正予算が成立
　円高・デフレに対応する緊急総合経済対策を柱と
する２０１０年度補正予算が１１月２６日、成立した。厚生
労働省関係では、地域医療再生基金の拡充や、子宮
頸がんとＨｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）、小児用肺
炎球菌のワクチン接種への公費助成などを盛り込ん
でいる。
　補正予算案は参院予算委員会と同本会議で、社民
党と新党改革を除く野党の反対多数で否決。すでに
可決していた衆院と議決が異なったことを受けて開
かれた両院協議会でも意見は一致せず、衆院本会議
で憲法の規定に基づき衆院の議決が国会の議決とな
ることが宣言され、成立した。
（１１/３０MEDIFAXより）

厚労省提出法案、成立なし／第１７６臨時国会が
閉会
　第１７６臨時国会が１２月３日、閉会した。政権が最重
要課題と位置付けた２０１０年度補正予算は成立したも
のの、厚生労働省の提出法案は継続審議となってい
た法案も含め１本も成立しなかった。
　弱毒性の新型インフルエンザに対応した「新臨時
接種（仮称）」の創設を盛り込んだ予防接種法改正案
は、１０年の通常国会に提出され継続審議となってい
たが、今国会では審議されず、再び継続審議となっ
た。
　一方、１２月３日の参院本会議では、障害福祉サー
ビスの利用者負担を現行の原則１割から負担能力に
応じた応能負担とする改正障害者自立支援法が、議
員立法で可決、成立した。（１２/６MEDIFAXより）

総報酬割で負担増、健保組合１人約３０００円／
政府
　政府は１２月１０日の閣議で決定した答弁書で、後期
高齢者支援金に「総報酬割」を全面導入した場合の
被用者保険加入者１人当たりの年間保険料に対する
影響の試算を示した。協会けんぽではほとんど変わ
らないが、健保組合は平均で約３０００円、共済組合で
は約８０００円の負担増となる。加藤修一氏（公明）の
質問に答えた。
　協会けんぽの後期高齢者支援金のうち、総報酬割
に関する国庫負担をなくし国庫補助率を１６.４％とす
ることが前提。現行の総報酬割対象を「３分の１」
から「２分の１」に引き上げた場合は、協会けんぽ
ではほとんど変わらないが、健保組合では約１０００円、
共済組合では約２０００円増となる。
　さらに、介護保険の第２号被保険者（４０－６４歳）
に総報酬割を導入した場合、被保険者１人当たりの
月平均負担額は協会けんぽで約１００円減、健保組合で
は約９００円、共済組合では約１０００円の増となる。
　厚生労働省の高齢者医療制度改革会議では、新た
な高齢者医療制度の下での被用者保険間の費用負担
について、総報酬割を全面導入する方向で検討が進
んでいる。答弁書では「高齢化に伴う医療費のさら
なる増大が見込まれる中で、負担の公平性を図るこ
とが目的」としている。（１２/１３MEDIFAXより）

「社会保障諮問会議」を設置へ／政府・有識
者検討会の報告書案
　政府・与党社会保障改革検討本部（本部長＝菅直
人首相）が設置した「社会保障改革に関する有識者
検討会」（座長＝宮本太郎・北海道大大学院教授）は
１２月８日、最終会合を開き、与野党・有識者による
会議体「社会保障諮問会議（仮称）」の設置などを盛
り込んだ報告書案について意見交換した。案に一部
修正を加えた上で報告書を取りまとめ、近く検討本
部に提出する。
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【１１月】◆スー・チーさん自宅軟禁解除（１３日）◆尖閣映像流出・海上保安官の逮捕見送り（１５日）◆白鵬６３連勝でストップ（１５日）◆横
浜地裁・裁判員裁判初の死刑判決（１６日）◆北朝鮮にウラン濃縮施設（２０日）◆柳田法相・国会軽視発言で更迭（２２日）◆カンボジアの水
祭りで事故、３５０人死亡（２２日）◆北朝鮮が韓国に砲撃、兵士２人、民間人２人死亡（２３日）◆仙台地裁・裁判員裁判初、少年に死刑判決
（２５日）◆沖縄県知事選・仲井真氏が再選（２８日）◆米韓が黄海で合同軍事演習（２８日）◆ウィキリークスが外交公電を暴露（２８日）◆島
根・強毒性の鳥インフル（２９日）
【１２月】◆関西広域連合が発足（１日）◆福岡高裁・諫早干拓、二審も開門命令（６日）◆グーグル、電子書籍を販売（６日）◆ノーベル
平和賞、本人・家族不在の異例の授賞式（１０日）

（２０１０年１１月７日～１２月１１日） 



　有識者検討会がこれまで提案してきた「円卓会議」
について報告書案は、与野党議員と有識者によって
構成する常設の会議体を社会保障諮問会議として設
置する方向性を示した。非公開で行われたこの日の
会合について、事務局の内閣官房社会保障改革担当
室は、与野党協議の場を早急に設けるためにも諮問
会議の設置時期を報告書に明示すべきとの意見が出
たとした。ただ、報告書では具体的な日程は示さず、
できるだけ速やかに日程調整したいと説明した。
（１２/９MEDIFAXより）

番号制度は「税務」「社会保障」で／政府の実
務検討会
　政府・与党社会保障改革検討本部の「社会保障・
税に関わる番号制度に関する実務検討会」は１２月３
日の会合で、番号の利用範囲を「税務」「社会保障」
とする中間整理案をまとめた。親会の政府・与党検
討本部が１２月中旬にも策定する中間取りまとめに反
映させる。２０１１年秋以降に関連法案を国会に提出す
る予定だ。
　番号制度は、１つの番号に個人の所得や、税、社
会保障の情報をまとめ、適切な社会保障給付に役立
てる仕組み。政府は利用範囲によって、税務分野の
みの「Ａ案」、社会保障の現金給付が加わる「Ｂ１案」、
社会保障の現物給付も加わる「Ｂ２案」、幅広い行政
分野で活用できる「Ｃ案」の４案を示している。
　中間整理案によると、Ｃ案の利用を視野に入れ、ま
ずはＢ案から開始する。日本医師会などが反対する社
会保障の現物給付を含めるかどうかは今後詰める。
　利用する番号は１１桁の住民票コードを基にして新
たな番号を付ける。情報の管理方法については、分
散管理を前提に検討する。
　番号を管理する機関は「歳入庁」を視野に入れて
いるが、日本年金機構を廃止し国税庁に統合して歳
入庁とするには一定の時間が必要なことから、既存
の省庁（内閣府・総務省・国税庁・厚労省）での管
理を検討する。
　政府・与党検討本部は１１年６月までに、番号の利
用範囲など具体的な内容をまとめた「社会保障・税
番号大綱（仮称）」を策定する方針。
（１２/６MEDIFAXより）

事業税の軽減措置も１１年度は存続／政府税調
　社会保険診療報酬を除いた医療法人の所得（自由
診療や病院の売店での収益など）にかかる事業税の

税率を軽減する措置を２０１１年度も存続させること
が、１２月３日の政府税制調査会で決まった。１１年度、
引き続き政府税調で存廃を議論する。医療機関にか
かわる税制改正はほぼ決着した。
　事業税は１０年度税制改正大綱で「１０年１年間真摯
に議論し結論を得る」とされていたため、医療関係
者は税制改正の動向を注目していたが、ふたを開け
れば、非課税措置、軽減措置のいずれも１１年度は存
続という結論になった。１１年度の政府税調で再び議
論することになり、医療機関にとっての懸案は依然
として残る結果となった。
　また、高額な医療用機器にかかる特別償却制度の
適用期限の延長（所得税・法人税）、医療安全に資す
る医療機器等の導入にかかる特別償却制度の適用期
限の延長（同）は、償却率の引き下げや対象設備の
見直しを行うことを条件に２年延長が決まった。
●控除対象外消費税は増税論議と合わせて
　医療機関が医薬品などを仕入れた際にかかった消
費税が医療機関の負担になっている「控除対象外消
費税」の問題については、１１年度の政府税調で引き
続き議論することになった。五十嵐文彦財務副大臣
は民主党税制改正プロジェクトチームで「次の消費
税の改革のときに、あらためて検討しなければなら
ない」と述べ、消費税増と合わせて議論する考えを
示した。
●療養病床転換の特別償却、認められず
　このほか療養病床の転換にかかる特別償却制度
（法人税）、医療法人の理事長が亡くなった場合にも
地域医療が継続できるよう相続税の特例措置を創設
する制度（相続税・贈与税）などは認められなかっ
た。（１２/６MEDIFAXより）

「地域医療確保」「２４時間訪問」にＣ評価／政
策コンテスト
　政府は１２月１日、厚生労働省が２０１１年度予算の特
別枠として獲得を目指す「地域医療確保推進事業」
「２４時間地域巡回型訪問サービス・家族介護者支援
（レスパイトケア）等推進事業」「健康長寿社会実現
のためのライフ・イノベーションプロジェクト」に
ついて、政策コンテストの結果をＣ評価とした。一
方、大腸がん検診や肝炎対策、不妊治療の支援、障
害者への緊急体制整備についてはＢ評価とした。
　「元気な日本復活特別枠に関する評価会議」は、１１
年度予算特別枠として要望のあった全１８９事業の評
価を決定した。厚労省の要望はこのうち１５事業で、
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Ａ評価（積極的に評価できる）が７事業、Ｂ評価
（積極的に評価できるが改革姿勢に問題あり）が５事
業、Ｃ評価（一定の評価はできるが改革姿勢に問題
大）が３事業となった。Ｄ評価（評価困難）はなか
った。Ａ評価の７事業は「子宮頸がん予防対策強化
事業」など、いずれも１０年度補正予算で措置済みの
事業だった。
　評価会議後に会見した平野達男内閣府副大臣（評
価会議担当副大臣）は、予算の配分額について菅直
人首相を中心に玄葉光一郎国家戦略担当相（評価会
議担当相）、野田佳彦財務相、仙谷由人官房長官らで
最終決定するとした。予算額が削減となる事業につ
いては、既存事業の要求額を削って財源を捻出し、
特別枠の事業に上乗せすることも可能とした。
（１２/２MEDIFAXより）

「統合医療の保険併用」検討を／内閣官房、
厚労省に要請
　総合特区制度に関連して優先的に検討すべき規
制・制度改革として、統合医療に関するエビデンス
を収集するため、統合医療と保険診療の併用を認め
るよう、内閣官房が厚生労働省に検討を要請してい
ることが分かった。内閣官房地域活性化統合事務局
が１１月３０日、民主党の総合特区・規制改革小委員会
（委員長＝大塚耕平参院議員）の会合で明らかにし
た。
　総合特区に関連して優先的に検討すべき規制・制
度改革をめぐっては、厚労省はすでに内閣官房から
求められた２５項目について対応方針を回答してい
る。内閣官房はさらに、その後の検討で新たに追加
した規制・制度改革について小委に示した。
　内閣官房が小委に示した資料によると、がんや予
防医療、在宅・緩和医療などの補完代替医療を含め、
エビデンスに基づく統合医療を充実させて患者のＱ
ＯＬ向上につなげるため、統合医療に関する調査・
研究、教育を一体的に推進するとしている。
（１２/１MEDIFAXより）

「医療観光促進」「医療の人材育成」／国内投
資プログラム
　政府の国内投資促進円卓会議（議長＝大畠章宏経
済産業相）は１１月２９日、国内投資促進のために官民
を挙げて取り組む施策を盛り込んだ「日本国内投資
促進プログラム」をまとめた。地域の需要開拓に向
けた施策の柱の１つに医療・介護を位置付け、国際

医療交流の促進や医療・介護の人材育成に対する支
援を盛り込んだ。
　プログラムは「成長と雇用の好循環を図り、限ら
れた資源を効率的に活用するためには、潜在的需要
と戦略的投資先を開拓する必要がある」とし、重点
投資３分野の１つに「農業、医療・介護、観光など
の高い潜在力を有する地域の需要開拓」を掲げた。
　具体的には、ライフイノベーションを力強く推進
するとし▽日本発の革新的医薬品・医療機器を創出
するための臨床試験の体制整備▽新薬・医療機器の
承認プロセスの迅速化▽国際医療交流の促進▽医
療・介護人材の育成支援―などを行う。
　プログラムには、業界団体が会議に示した投資目
標も盛り込んだ。日本製薬工業協会は、イノベーシ
ョンを推進する環境整備が進むことを前提に、２０２０
年には０８年度の２倍に当たる２.５兆円の研究開発投
資を目指すとし、さらに、新型インフルエンザワク
チンの生産などのために大規模な設備投資に取り組
むとした。
　プログラムの策定は、１０年８月に菅直人首相が経
済産業省に指示。会議は、政府と産業界、労働界の
代表者らで構成し、医療関係者では、医療法人鉄蕉
会の亀田隆明理事長と製薬協の長谷川閑史会長が委
員として参加した。（１２/１MEDIFAXより）

１２年度概算要求の基本方針策定へ／政府・医
療イノベ会議が初会合
　政府の新成長戦略実現会議に設置された医療イノ
ベーション会議（議長＝仙谷由人官房長官）は１１月
３０日、首相官邸で初会合を開いた。革新的な医療技
術の研究開発や実用化を促進するため、関係省庁に
よる２０１１年度予算の執行方針や、１２年度予算概算要
求に向けた方針を策定する。
　会議は、文部科学省と厚生労働省、経済産業省が
過去２回開いた政務レベルの会合を格上げした。当
面の課題としては、重点分野の絞り込み・取り組み
の基本方針を策定した上で、予算関連の方針の検討
に着手。当面はがん分野を重点とし、再生医療や認
知症などの分野についても検討する。
　中長期的には、医療技術の実用化を促進するため、
臨床試験ネットワークの立ち上げのほか、高度医療
評価制度や治験制度の見直しなどを検討。研究開発
成果を活用した医療技術について、医療保険制度上
の扱いについても検討する。
　会合では、医療イノベーションを推進するため、
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内閣官房に担当室を設置する方針を決めた。担当室
は産学官で構成し、政策の企画・立案や総合調整を
担う。（１２/１MEDIFAXより）

医療滞在ビザは「直ちに対応」／総合特区で
法務・外務省
　内閣官房地域活性化統合事務局は１１月１６日、「総合
特区制度」に関連して優先的に検討すべき規制・制
度改革に対して、各省庁が示した対応方針を明らか
にした。「『医療滞在ビザ』（仮称）の創設および在留
資格の明確化」について法務省と外務省が、「日本の
医療関連免許を有する外国人医療従事者に対する在
留期間の見直し」については法務省が直ちに対応す
ると回答した。事務局が、民主党成長戦略・経済対
策プロジェクトチームの「総合特区・規制改革小委
員会」（委員長＝大塚耕平参院議員）で発表した。
　厚生労働省は計２５項目の規制・制度改革について
対応方針の提示を求められていたが、「分散保有され
ている医療・健康関係データの地域の機関への集約
化」など３項目について、直ちに対応する方針を示
した。検討することが適切でないと回答した項目は
無かった。
　総合特区制度は、新成長戦略に基づいて創設が予
定されている。一般からの要望を参考に、優先的に
検討すべき規制・制度改革の骨格を事務局が作成し、
各省庁に対応方針を示すよう求めていた。各省庁が
回答した対応方針は、新成長戦略実現会議の分科会
「総合特区制度、『環境未来都市』構想に関する会議」
（議長＝片山善博・地域活性化担当相）に報告する。
（１１/１７MEDIFAXより）

診療報酬と重複なら廃止／事業仕分け、医師
確保・救急補助金で
　行政刷新会議による事業仕分け第３弾は１１月１６
日、医師確保対策と救急・周産期対策への補助金事
業が仕分け対象となった。国会議員と民間有識者か
らなる仕分け人（評価者）は「診療報酬改定で対応
可能な事業は廃止すべし」と事業見直しの判定を示
した。
　この日の事業仕分けで査定側の財務省主計局は、
補助金事業と診療報酬による措置に重複があると指
摘し「（診療報酬による縮減は）４１億円にとどまって
いるが、さらにできる」と追及した。仕分け人の初
鹿明博衆院議員は、可能なものは診療報酬で手当て
すべきと強調し「細かく分かれている補助金事業は

地方分権の観点にそぐわない」と述べ、事業の統合
が進めば都道府県で独自事業が展開できる可能性も
あるとした。（１１/１７MEDIFAXより）

新高齢者制度、負担増に反対へ／民主ＷＴ、
総報酬割は容認
　後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度をめぐ
り、民主党の高齢者医療制度改革ワーキングチーム
（ＷＴ、主査＝柚木道義衆院議員）は１２月８日、取り
まとめの方向性として、厚生労働省が提案する高齢
者の負担増に反対する方針を党厚生労働部門会議に
示した。７５歳以上の医療給付費への支援金に「総報
酬割」を全面的に導入することについては、容認す
る方向。
●負担増「大きな公約変更になる」
　民主党は２００９年の衆院選前にまとめた政策集の詳
細版で、７０歳以上の窓口負担は１割にすると明記し
ている。「大きな公約の変更になる」（柚木氏）ため、
ＷＴの取りまとめでは、窓口負担の引き上げや保険
料軽減措置の縮小に反対する姿勢を明確に打ち出す
方針だ。
　一方、健保連が強く反発している総報酬割の全面
導入については、医療保険の一元的運用を掲げた０９
年衆院選の公約とも合致するとし、容認する方向。
負担の公平性を明確にするため、税と社会保障の共
通番号の早期導入も求める。
　党の「藤井調査会」が「消費税を含む税制の抜本
改革に一刻も早く着手すべき」との提言をまとめた
ことを踏まえ、増税を行う場合は消費税を社会保障
目的税化し、公費負担割合の引き上げに充てること
も求める方針だ。
　新制度の運営主体については「都道府県が適当」
とした厚労省案を認める。（１２/９MEDIFAXより）

難病対策の制度設計について検討／民主ＷＴ
が初会合
　民主党障がい者政策プロジェクトチーム（ＰＴ）
に設置された難病対策ワーキングチーム（ＷＴ、主
査＝谷博之参院議員）は１１月１８日、初会合を開いた。
谷主査によると、厚生労働省が２０１１年度予算の特別
枠で要求している「健康長寿のためのライフ・イノ
ベーションプロジェクト」（２３３億円）のうち、難治
性疾患克服研究関連分野（４０億円）の確保に向けた
議論が交わされたという。ＷＴでは今後、高額療養
費制度の見直しも視野に入れ、難病対策の制度設計
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に取り組む姿勢だ。（１１/１９MEDIFAXより）

予防接種ワーキングチームを創設／民主・厚
労部門会議
　民主党の厚生労働部門会議は近く予防接種法改正
ワーキングチームを立ち上げる。主査には郡和子衆
院議員が就任する予定だ。予防接種制度の見直しや
改革を党内で議論する。顧問に足立信也前厚生労働
政務官、副主査に梅村聡参院議員、事務局長に仁木
博文衆院議員がそれぞれ内定している。
（１２/９MEDIFAXより）

消費税含む税制改革「一刻も早く着手を」／
藤井調査会が提言
　民主党の「税と社会保障の抜本改革調査会」（会長
＝藤井裕久・元財務相）は１２月６日、社会保障の財
源として消費税の重要性を指摘し、消費税を含む税
制の抜本改革に「政府は一刻も早く着手すべき」と
する提言をまとめた。今後、政府・与党で検討した
上で、国民的な議論を行い、党派を超えた議論を呼
び掛けていくとしている。
　提言では、社会保障の財源は税制全体で確保する
が、その中でも「消費税は非常に重要」と位置付け
た。その上で「消費税を含む抜本改革に政府は一刻
も早く着手すべき」と明記した。消費税については
「社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上も
明確にする」よう求めた。
　提言ではまた、低所得者ほど負担感が重くなる消
費税の「逆進性」対策にも言及し「消費税率が一定
の水準に達し、税・社会保障全体の再分配を見ても
なお必要となった場合」に検討するよう提案。その
場合、物品によって税率が異なる消費税の複数税率
は「制度が複雑となり、政治的な要因が働きやすい」
と問題点を挙げ、制度が簡素で透明性の高い還付制
度を「優先的に検討」するよう求めた。
　消費税の引き上げ幅や増税の時期については言及
していない。（１２/７MEDIFAXより）

看護議連が発足、会長に鳩山前首相／民主
　「国民の安心の医療をめざす民主党看護議員連盟」
の設立総会が１１月１９日、衆院議員会館で開かれた。
民主党の国会議員１００人余りが議連に加わり、議連会
長には鳩山由紀夫前首相が就いた。議連は今後、日
本看護協会や連合などと連携し、看護師の労働環境
整備や役割拡大、看護の質の向上を目指して活動す

る構えだ。（１１/２２MEDIFAXより）

民主「目を守る議連」が設立総会／医会と協
力し政策提言
　「民主党目を守る議員連盟」（会長＝中井洽衆院予
算委員長）は１１月２５日、国会内で設立総会を開いた。
総会には日本眼科医会の高野繁会長ら眼科関連団体
が出席した。中井会長は「目をおろそかにすると大
変なことになる。専門的な知識を持ってわたしども
は政治として対策する」と述べ、医会の協力を得た
上で議連として目の健康のために政策提言する考え
を示した。（１１/２６MEDIFAXより）

消費税「１０％」あらためて明記／自民が基本
方針
　自民党は１２月９日、２０１１年度税制改正に対する基
本的考え方をまとめた。「社会保障の機能強化と効率
化を図る一方、給付に見合った安定的な財源を確保
し、負担の先送りを断ち切らなければならない」と
し、消費税を含む税制の抜本改革の必要性を強調。
消費税を社会保障目的税化するとした上で、税率に
ついては１０年夏の参院選公約で掲げた「当面１０％」
をあらためて明記した。
　基本的考え方では、消費税について「社会保障給
付と少子化対策の費用に全額を充てることを予算・
決算で明確にする」とし、税率の引き上げを明記。
税率は「当面１０％とする」としたが、具体的には政権
復帰時に国民の理解を得ながら決めるとしている。
　消費税を含む税制の抜本改革を検討する際には、
国民的な合意形成を図るため、超党派の円卓会議を
設置することも盛り込んだ。
　一方、厚生労働省が要望しているたばこ税の引き
上げについては、１０年１０月に大幅な引き上げを行っ
たことから「２年連続の増税には断固反対」とした。
（１２/１０MEDIFAXより）

ニーズ高い抗がん剤、保険併用簡略化／高度
医療見直しで厚労省
　厚生労働省は１１月１０日の中医協総会（会長＝遠藤
久夫・学習院大教授）に、厚労省の「医療上の必要
性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」で「医療上
の必要性が高い」と認められた未承認や適応外の抗
がん剤について、高度医療評価制度の手続きを簡略
化する案を示した。医療上の必要性が高いと判断さ
れた場合は、使用する薬剤のエビデンスレベルに応
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じて実施できる医療機関のリスト（実施可能医療機
関群）をあらかじめ設定。リスト上にある医療機関
から実施希望の申請があった場合は、実施計画書の
適否を判断した上で高度医療として承認する流れと
する。
　高度医療を含めた先進医療全般の見直しに関して
は、高度医療評価会議と先進医療専門家会議の「二
重」の審査体制の効率化や、申請前であっても実施
症例に対して一定の条件の下で保険との併用を認め
るなどの柔軟な対応を進めることもうたっている。
　検討会議では現在、未承認１３品目、適応外２９品目
について、医療上の必要性が高いと判断している。
（１１/１１MEDIFAXより）

受け取り代理は届け出制に／出産一時金で医
療保険部会
　社会保障審議会・医療保険部会（部会長＝糠谷真
平・国民生活センター顧問）は１２月２日、２０１１年度
以降の出産育児一時金の扱いで小規模施設に対する
「受け取り代理制度」の対象について▽年間平均分娩
件数１００件以下▽正常分娩による収入が全収入の
５０％以上―のいずれかを満たしている診療所・助産
所を目安とし、厚生労働省への届け出制とすること
で合意した。
　届け出た施設が直接支払いと受け取り代理の両方
を実施するか、受け取り代理だけとするかは施設側
の選択とする。両制度を実施する施設でも、制度を
利用するか、妊産婦が直接支給を受けるかは妊産婦
側が選択できる。
　施設の資金繰りが困難になるなどの理由で見直し
を進めていた直接支払い制度については、支払いを
早期化するほか、専用請求書の記載項目を見直すな
どの簡素化を図る。福祉医療機構による低利融資に
ついては継続する。
　１０年度末までの暫定措置として４万円を引き上げ
ていた一時金額（４２万円）については、１１年度以降
も継続する。保険者の委員からは引き上げ継続に伴
う財源について、暫定措置時の補助の継続を求める
意見が相次いだ。
●高額療養費、外来でも現物給付
　医療保険部会で見直しを進めていた高額療養費に
ついては、入院で実施している現物給付化を外来で
も導入する。具体的には外来窓口で自己負担限度額
を超える場合は、窓口での支払いを限度額までにと
どめ、保険者から医療機関に支払う。

　所得によって自己負担限度額が異なるため、患者
はあらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交
付を受ける必要がある。実施可能な保険者、医療機
関から１１年度中に導入し、１２年度から完全実施に移
行する計画だ。対象となる患者について、厚労省は
レセプトベースで７０歳未満が０.３％程度、７０歳以上が
１％程度とする粗い試算を示し「広く行われるもの
ではないと思う」との見方を示した。
　一方、所得の低い一般所得者の自己負担限度額の
見直しについては、保険者の負担増に対する懸念が
強いとして見送る。（１２/３MEDIFAXより）

病床転換助成、介護療養存続の間は継続へ／
厚労省
　厚生労働省は１２月２日の社会保障審議会・医療保
険部会に、医療療養病床が介護施設などに転換する
際の費用を助成する「病床転換助成事業」を、事業
期限である２０１２年度後も継続する方針を示した。同
事業は介護療養病床からの転換は対象ではないが、
１１年度末での介護療養病床の廃止を延期する必要が
あるとの見解を社保審・介護保険部会がまとめたこ
とを受け、少なくとも介護療養病床が存続する間は
同事業も継続し、療養病床全体の在り方を検討する
考えだ。（１２/３MEDIFAXより）

請求８日後支払い、対応可能９割／国保と広
域連合
　厚生労働省は１１月１５日の社会保障審議会・医療保
険部会で、診療報酬の支払い早期化に関する保険者
への調査結果を報告した。保険者からの支払いを審
査支払機関からの請求の４日後とする厚労省案に
は、市町村国保、後期高齢者広域連合の各５割余り
が「対応可能」と回答したが、市町村国保と広域連
合は、支払いが請求から「８日後」であれば９割程
度が「対応可能」とした。
　健保組合で厚労省案に基づく対応が「可能」とし
たのは４割余りだった。
　厚労省は調査結果を基に、２０１１年度実施に向けて
検討を進める方針。併せて、電子レセプトと紙レセ
プトの混在で保険者などの事務負担が発生している
ことを考慮し、レセプト電子化を推進してさらなる
支払い早期化を検討する考えを示した。
（１１/１６MEDIFAXより）
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「支援センター」の実働部隊、臨床医２人で
／医療部会で厚労省
　厚生労働省は、２０１１年度予算概算要求の特別枠に
盛り込んだ「地域医療支援センター（仮称）」の概要
を、１１月１１日の社会保障審議会・医療部会（部会長
＝齋藤英彦・名古屋セントラル病院長）で示した。
地域医療支援センターは、医療の現状に明るい専任
スタッフ（臨床医兼任）を実働部隊として設置し、
各都道府県の実情に応じて医師の地域偏在解消に当
たる。設置場所は各地の実情に応じて都道府県立病
院や大学病院、都道府県庁などとする。
　この日の医療部会では医療人材の確保が議題に取
り上げられ、地域医療支援センターの体制について
委員から相次いだ質問・要望に、新村和哉・医政局
指導課長が答えた。
　厚労省は、地域医療支援センターを設置する中核
病院などに若手医師をプールし、キャリア形成支援
をしながら、医師不足病院に医師を配置できる体制
づくりを目指している。センターには専任医師２人・
専従事務職員３人の実働部隊を置き、地域の実情を
個々の病院レベルで分析しながら地域偏在を解消す
る。
　大学医学部の医師派遣機能の低下に伴い、都道府
県には地域医療対策協議会が設置されている。ただ、
この日の会合で、医師派遣の実績（０８年度）は非常
勤を含め１３県で１１５人と低迷していることが明らか
になった。新村課長は地域医療支援センターの予算
には人件費や活動経費が盛り込まれていると説明し
た上で「協議会のような会議体ではなく、医療機関
の状況、各都道府県の医師不足の状況を把握・分析
し、必要な場合には（医師を）斡旋もする実行部隊
あるいは事務局ととらえている」と述べた。
　今後は地域枠で入学した医師が増えるため、義務
年限内での地域医療の研修や義務年限後の地域医療
での活用など、斡旋だけでなくキャリア形成につい
ても考える必要があることから、専任スタッフには
医療の中身が分かっている人が必要とし「中核病院
の臨床医が兼務しながらやってもらう手もある」と
述べた。各都道府県の実情によっては、都道府県庁
に設置し、公平かつ主体的に運営することもあり得
るとした。（１１/１２MEDIFAXより）

医療機関コードは「原則提供しない」／レセ
プト情報提供ＧＬ
　厚生労働省は１１月２５日の「レセプト情報等の提供

に関する有識者会議」（座長＝開原成允・国際医療福
祉大大学院長）で、レセプトや特定健診などの国の
データベースから個票情報を提供する場合、医療機
関・薬局コードは原則、提供しないと明記したガイ
ドライン案を示した。
　ガイドライン案では、医療機関コードは原則、提
供せず、経年変化の分析に使える新たな通し番号を
付けることを検討するとした。
　地域医療連携などを研究する上で医療機関コード
は必要とする研究者側からの意見に配慮し、「地域性
の分析・調査にのみ用いる場合」に限って、有識者
会議の審査を経て、最小限の範囲で提供可能とする
例外規定も盛り込んだ。提供データを用いて執筆す
る論文には、医療機関が特定できるデータを原則と
して盛り込んではいけないと規定し、違反した場合
には罰則を科す。（１１/２６MEDIFAXより）

議論一巡、「中間的整理」を了承／審査支払機
関在り方検討会
　厚生労働省は１２月１０日に開かれた「審査支払機関
の在り方に関する検討会」（座長＝森田朗・東京大大
学院教授）に、これまでの議論が一巡したことを踏
まえて「中間的整理」案を提出し、了承された。審
査支払機関の統合や競争促進に関しては引き続き議
論する。
　中間的整理案は「患者の個別性・地域の医療体制
等の尊重」「国民が受ける医療に違いが生じない共通
の判断基準」「迅速で効率的な審査支払い」を前提に、
目指すべき姿として▽審査の判断基準の統一化▽審
査の標準化▽レセプトの電子化に対応した制度・シ
ステム▽審査機能の強化▽効率的な制度・システム
―を提示。判断基準の統一化に向けた中央レベルで
の連絡協議会を２０１１年度から開くとした。また、Ｉ
Ｔの活用では、社会保険診療報酬支払基金が医科電
子点数表を活用した点検システムを１１年４月めどで
導入するほか、国保連も電子レセプトに対応した画
面審査システムの拡充などを１０年度中に進める。県
単位の審査委員会で納得が得られない個別事案につ
いて、上級の審査組織が再審査する仕組みを設置す
ることも検討する。（１２/１３MEDIFAXより）

季節性・新型混合３価ワクチン「重大な懸念
なし」
　厚生労働省の薬事・食品衛生審議会・医薬品等安
全対策部会安全対策調査会と新型インフルエンザ予
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防接種後副反応検討会の合同会議（座長＝松本和則・
獨協医科大特任教授）は１２月６日、季節性インフル
エンザワクチン（Ａ／Ｈ３Ｎ２、Ｂ型）と新型イン
フルエンザワクチン（Ａ／Ｈ１Ｎ１）混合の３価ワ
クチンの安全性について議論し、「安全性に重大な懸
念は認められない」との意見で一致した。
　１１月３０日までの報告で、医療機関納入数から推定
した推定接種可能人数は４５００万回だった。死亡例は
１２例（医療機関報告８例、企業報告４例）あり、う
ち４例がワクチン接種と死亡について「因果関係あ
り」と報告されているが、専門家の評価では死亡と
ワクチン接種に因果関係が認められた症例はなかっ
た。
　副反応について専門家の評価は、ギラン・バレー
症候群は１例を「可能性が否定できない」とし、ア
ナフィラキシーは１１例を「可能性あり」とした。
●妊婦への抗インフル薬「副作用は認められず」
　日本産科婦人科学会は妊婦や出生児に対する抗イ
ンフルエンザ薬の安全性調査の中間報告を取りまと
め、安全対策調査会に提出した。抗インフル薬を投
与された妊婦１６３例のうち、タミフル投与が１４７例、
リレンザ投与が１５例、投与薬不明が１例だった。タ
ミフルが投与された１４７例のうち１７例で流産や軽度
の新生児黄疸、早産、奇形などの報告があった。報
告について、自然流産率や服薬時期などとの関係か
ら「タミフルの影響は考えにくい」としている。リ
レンザが投与された１５例では異常の報告はなかっ
た。
　日本産科婦人科学会は中間報告の中で「今後さら
に、多くの症例を集積し、２歳児までのフォローア
ップが必要」とした上で「現時点での妊婦インフル
エンザ感染例に対するタミフル投与、リレンザ吸入
につき特に制限を必要とするような副作用は認めら
れなかった」とした。
●補正対象の３ワクチン「安全上、特段の懸念なし」
　会合で厚労省は、２０１０年度補正予算の「子宮頸が
ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」の対象
となっている▽子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン
▽Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン▽小児
用肺炎球菌ワクチン―の３ワクチンについて副反応
状況を報告し、安全性について検討を求めた。販売
開始以降の副反応報告では、ＨＰＶワクチン（累積
推定接種者数４０万人）は副反応報告８１例、Ｈｉｂワ
クチン（同１４０万人）は副反応報告４４例、小児用肺炎
球菌ワクチン（同７０万人）は副反応報告４２例だった。

いずれも死亡例の報告はなく、安全対策調査会は「一
定の副反応は見られるものの、安全上特段の懸念が
示されるものではない」とした。
　ＨＰＶワクチン接種後副反応として失神や意識消
失の報告があることについて、添付文書に接種後３０
分程度の観察が注意喚起されていることから「一層
の注意喚起に努める」とした。
（１２/７MEDIFAXより）

「３ワクチン接種事業」担当者に説明／厚労省
　厚生労働省は１２月９日、２０１０年度補正予算の「子
宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」
について全国都道府県担当者会議を開き、交付金の
概要や事業の実施体制などを説明した。
　同交付金による事業は▽子宮頸がん予防（ＨＰＶ）
ワクチン▽Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチ
ン▽小児用肺炎球菌ワクチン―の３ワクチンを対象
者に接種する。今後、医療機関からの副反応報告体
制の整備や、予防接種後健康被害救済に関する民間
保険への加入などの要件を満たした市町村で順次、
実施される見通しだ。
●１２年度以降の接種事業は？
　同事業の実施期間は１１年度末までとなっているこ
とから、会議で都道府県担当者から「１２年度以降が
心配。今後の事業の継続について厚労省はどのよう
に考えているのか」との質問があった。厚労省は
「予防接種部会で議論が進められている。見通しを示
すことは難しいが、精力的に検討していきたい」と
している。（１２/１０MEDIFAXより）

「保険者算定」の見直し要請／標準報酬月額で
総務省
　総務省行政評価局は１２月７日、報酬実態に応じた
標準報酬月額の算定を求める行政相談を受け、厚生
労働省保険局長・年金局長に対して、標準報酬月額
と年間報酬の月平均額が乖離している場合には「保
険者算定」を実施できるよう、保険者算定の範囲や
手順の見直しを求めた。総務省の諮問機関である行
政苦情救済推進会議（堀田力座長）の意見を踏まえ
た要請で、検討結果は２０１１年５月末までに回答する
よう求めた。
　社会保険料（健康保険・厚生年金保険の保険料）
は、４月から６月までの報酬を平均した標準報酬月
額に保険料率を乗じて算出する「定時決定」方式で
算定している。厚生労働大臣、健康保険組合が定時
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決定の額が著しく不当と認めた場合には、年間報酬
から算出した平均月額などを基に算定する保険者算
定が可能だ。ただ、保険者算定は、１９６１年１月に当時
の厚生省保険局長が都道府県知事にあてた「昭和３６
年局長通知」で▽給料の遅配分を受け取った場合▽
賃金カットがあった場合─などに限定されている。
（１２/８MEDIFAXより）

ＥＰＡ候補者、現地で日本語研修／外務省、
１１年度受け入れから
　外務省は、経済連携協定（ＥＰＡ）に基づきイン
ドネシアとフィリピンから受け入れている看護師・
介護福祉士候補者について、２０１１年度の受け入れか
ら現地での日本語研修を実施する。現在、候補者に
対しては協定によって来日後に６カ月間の日本語研
修が行われているが、現地での２－３カ月間（最大
４２０時間）の予備研修を追加する。１２年度に受け入れ
る候補者は、現地での予備研修の期間を６カ月とす
る方針で、１１年度概算要求の特別枠に関連予算を計
上している。就労前の日本語研修を充実させること
で国家試験合格と円滑な受け入れにつなげたい考え
だ。（１２/１０MEDIFAXより）

外国人歯科医師の制限撤廃／法務省
　法務省は１１月３０日、日本の歯科医師、看護師、保
健師、助産師の資格を持つ外国人の就労年数や活動
の制限を撤廃する内容の省令改正を行い、施行した。
　今回の取り組みは、３月に策定した「第４次出入
国管理基本計画」で、「制限をかける理由に乏しい」な
どとして検討項目に挙げていた内容。「医療」の在留
資格で働く外国人の免許取得後の就労年数は、これ
まで看護師７年、歯科医師６年、保健師、助産師４
年とする規定があった。就労活動は、技術の習得な
ど「研修」として行う業務に限定していた。医師に
関する同様の制限は２００６年に撤廃されている。
　同省入国管理局によると、「医療」の資格で在留す
る外国人は０９年１２月末で２２０人。
（１２/１MEDIFAXより）

高齢者制度「早期廃止は慎重に」／知事会が
厚労相らと会談
　全国知事会の麻生渡会長（福岡県知事）と知事会
社会文教常任委員長の神田真秋・愛知県知事は１１月
３０日、厚生労働省に細川律夫厚労相らを訪ね、検討
が大詰めを迎えている新たな高齢者医療制度の在り

方について会談した。知事会側は、厚労省の「高齢
者医療制度改革会議」の議論について「国保が抱え
る構造的な課題の解決になっていない」と懸念を表
明し、現行制度の早期廃止に慎重な対応を求めた。
　会談は冒頭を除き約１時間にわたって非公開で行
われた。終了後に会見した麻生会長は、政府・与党
の社会保障改革検討本部で税と社会保障の一体改革
の議論が進んでいることに触れ「税制と一体で考え
るべきという意見は正しい」と述べた。改革会議で
は新制度の運営主体を都道府県が担うべきとの意見
が大勢を占めているが、「責任逃がれをするつもりは
ないが、財源論があいまいなままで受けるのは難し
い」とした。
　改革会議委員を務める神田知事も「一貫して膨張
する医療費を誰がどう負担するか、国の覚悟を主張
してきた。医療保険の最後の砦である国保財政の議
論なく、都道府県に（運営主体を）受けてくれとい
うのは拙速」と述べた。
　厚労省によると細川厚労相らは、改革会議の議論
に基づく移行に理解を求め、国保財政について地方
との協議の場を設ける考えを示したという。
（１２/１MEDIFAXより）

３ワクチン接種、全額国庫負担を／指定都市
市長会
　１９指定都市の首長で構成する指定都市市長会（会
長＝矢田立郎・神戸市長）は１１月２６日、政府に対し、
２０１０年度の補正予算案に「子宮頸がん等のワクチン
接種の促進」が盛り込まれたことを受けて、子宮頸
がん予防のＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワク
チン、Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する公費助成は
国民に多大な恩恵がある一方、指定都市をはじめ地
方公共団体には新たな負担を生じさせるとして「全
額国庫負担による制度とすること」を要請した。
　指定都市市長会は要請の中で、１０年度補正予算案
の中で３ワクチンの接種促進が盛り込まれ、厚生労
働省の厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部会
から３ワクチンを「予防接種法上の定期接種に位置
付ける方向で急ぎ検討すべき」との意見書が提出さ
れているとした上で、地方公共団体の財政状況に左
右されず必要とする国民が接種を受けるために、全
額国庫負担とすることを求めた。また、定期接種化
に当たっては、全国一律の実施で地方に裁量の余地
がないとして、国の責任で必要な財源を確保するこ
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とを求めている。（１１/２９MEDIFAXより）

保険料率１１年度も上昇の見込み／協会けんぽ
　全国健康保険協会は１１月２２日の運営委員会に、
２０１０年度末に見込まれる準備金残高赤字１１１６億円を
１１年度に半額返済する場合、１１年度の保険料率は現
行の９.３４％から９.５０％まで引き上がる見込みとの試
算を示した。国庫補助率を１６.４％とし、出産育児一
時金の増額の継続による保険給付費増と、７０－７４歳
の患者負担引き上げの凍結を盛り込んだ場合の試算
で、同様の条件で準備金残高赤字を全額返済する場
合は９.５８％、返済しない場合は９.４２％となる。
　保険料率を９.３４％に据え置き、準備金残高赤字を
半額返済するため国庫補助を追加する場合、所要国
庫補助額は１１０７億円で、国庫補助率は１８.４％になる
とした。
　出産育児一時金増額の継続による保険給付費増を
勘案せずに、準備金残高赤字を半額返済する場合の
保険料率は９.４８％、全額返済する場合は９.５６％。出産
育児一時金増額の継続による保険給付費増を見込
み、国庫補助率を２０％とした場合は、準備金残高赤
字の半額返済で９.２２％、全額返済で９.３０％になるとし
た。（１１/２４MEDIFAXより）

医療保険のＩＴ推進で意見書／健保連
　健保連（平井克彦会長）はこのほど、医療保険分
野のＩＴ化についてまとめた意見書を首相官邸など
に提出した。医療保険運営のコストの縮減・効率化、
医療情報を得やすい環境整備を図るためＩＴ化を推
進すべきとし、レセプトオンライン化の完全実施や
記載要領の見直しなどを求めた。
　意見書は、これまでの情報提供体制について「限
定された情報に基づく運営を行わざるを得ない環境
にあったため、横断的・統一的な情報連携を図るこ
とができなかった」とした。国民本位の医療の実現
と医療保険運営の一層の効率化を促進するため、情
報環境の整備が必要と指摘。すべての医療保険関係
者がオンライン化することで情報を共有できるよ
う、国が法的整備や予算措置などをすべきとした。
　推進策として特に歯科レセプトの早急な電子化を
求めた。レセプト記載要領の見直しでは▽未コード
化傷病名の解消（傷病名コードの統一）▽レセプト
の主傷病名の確定と、傷病名と診療行為のリンク付
け▽電子情報に対応した診療報酬コード体系の合理
化―の３点を挙げた。さらに、社会保障カードの早

期導入、個人が情報を閲覧できる仕組みの早期導入、
電子化未整備分野のペーパーレス化の早期実現も求
めた。（１１/１１MEDIFAXより）

医療保険、４段階で「全国一本化」／日医の
制度改革案
　日本医師会は１１月１１日、医療保険制度の改革案を
盛り込んだ「国民の安心を約束する医療保険制度」
を公表した。現行の公的医療保険制度を４段階に分
けて順次統合し、最終的には２０２５年以降に各制度を
「全国一本化」することが柱。改革案の基本理念とし
て▽すべての国民が同じ医療を受けられる▽すべて
の国民が支払い能力に応じて公平な負担をする▽将
来にわたって持続可能性がある―を掲げた。財源面
で一体的運用を図る「一元化」については「財政調
整ではいずれかの制度にしわ寄せされ、『皆保険』と
しての納得感が得られない」とした。
　直近の「第１段階」では、現行の後期高齢者医療
制度を弾力的に運用しつつ、一般・高齢者の医療保
険制度を一体的に検討した上で、「第２段階」で高齢
者医療制度と市町村国保を統合した都道府県単位の
「地域保険」を創設。共済組合と協会けんぽは「職域
保険」（都道府県単位の協会けんぽ）に統合し、組合
健保も徐々に統合していく。「第３段階」では国保組
合も統合して「職域保険」を完全統合し、財政調整
による一体的運用（一元化）を図り、最終的な「第
４段階」で、地域保険と職域保険を全国一本化する。
●日医も保険者機関に参画
　一本化に向けた課題として▽国保と被用者保険の
所得補足▽国保の保険料賦課方式の統一―などを挙
げ「解決に向けて全力を尽くす」とした。また、一
本化後の保険者は「第三者機関を設置すべき」と指
摘。一本化後は「管理医療が進み、医療費抑制が強
化されることが懸念される」と指摘し、医療費抑制
阻止のために日医が第三者機関に構成員として参画
する考えを盛り込んだ。地域の実情に応じた予防・
健康増進などの保険者機能を拡充するため、地域医
師会との連携強化もうたった。保険料の事業主負担
についても継続して負担を求める検討を進めるとし
た。
●公費負担割合は「引き上げ」
　医療保険への公費負担割合については「全国一本
化により、一般と高齢者が１つの保険に加入するこ
とになる。その場合にも、制度全体に対して手厚く
公費を投入し、高齢者、低所得者の負担をできるだ
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け少なくしていくべき」とし、引き上げを主張。財
源確保に向けて、被用者保険の保険料率を協会けん
ぽ並みに引き上げるなどの保険料改革と、消費税な
どの改革、特別会計見直しなど国の歳出改革を同時
並行で進めることを提案した。
（１１/１２MEDIFAXより）

子宮頸がんワクチン、小学６年にも助成を／
専門家会議など
　産婦人科医などでつくる「子宮頸がん制圧をめざ
す専門家会議」と、日本婦人科腫瘍学会、日本産婦
人科医会は１１月１２日、小学６年生をＨＰＶワクチン
公費助成の対象とすることを求める連名の要望書を
厚生労働省に提出した。
　専門家会議などは２００８年１２月、１１－１４歳女子に接
種を推奨する指針を提示し、国に公費助成の実施を
働き掛けてきた。政府は１０年度補正予算案にＨＰＶ
ワクチンの公費助成を盛り込んでいるが、厚労省は
中学１年生－高校１年生への助成を想定している。
　要望書では▽小学６年生を公費負担の助成に加え
る▽医学的根拠に基づいて、小学６年生または中学
１年生への接種を継続的事業とする▽今後３年間
は、対象年齢を過ぎた女子へのキャッチアップ対策
として、高校１年生まで接種年齢を拡大する─こと
などを求めている。
　専門家会議によると１０年度現在、２９４の自治体が独
自に助成を実施。９月に実施したアンケート調査で
は、助成している自治体１３０のうち３３.８％が小学６年
生を対象としていた。専門家会議などは、小学６年
生が国の助成対象外となった場合、各自治体でも小
学６年生への助成を取りやめるケースが出てくると
懸念している。（１１/１５MEDIFAXより）

定率補助廃止「容認できない」／事業仕分け
で全国国保組合協
　全国国保組合協会（阿部正俊会長）は１１月２４日、
行政刷新会議の事業仕分けで医師国保など所得水準
の高い国保組合に対する定率補助を廃止すべきとし
た結論について「到底容認できるものではない」と
する見解を発表した。
　見解では、定率補助の廃止は「一部の組合のみを
対象とした時々の所得水準や財政状況に応じた補助
となり、事業の長期的、安定的運営が阻害される」
と指摘。医療保険の仕組みは、予算の配分や執行を
俎上に載せる『仕分け』にはなじまないと主張し、

今後の議論については「機械的、一面的な平等・公
平論に陥ることなく、将来展望を持った医療保険論
としての検討、議論を望む」としている。
（１１/２６MEDIFAXより）

特定看護師の制度化など要望／日看協、厚労
相に提出
　日本看護協会（久常節子会長）は１１月１７日、細川
律夫厚生労働相に対し「特定看護師（仮称）の制度化・
法制化の推進」など重点３項目に関する要望書を提
出した。
　要望書の内容はこのほか「看護職の労働条件の改
善」「訪問看護の推進」。労働条件の改善については
「夜勤交代制勤務に従事する看護職の労働時間にか
かる最低基準の策定」「最低基準順守のための人員の
配置を可能とする診療報酬の実現」を訴えた。訪問
介護の推進については「医療依存度の高い在宅療養
者を支援する小規模多機能型居宅介護の創設」「医療
ニーズの高い要介護（支援）者に対する支援体制の
充実」「訪問看護の安定的な提供体制の確保」を求め
た。
　久常会長が要望書を藤村修厚生労働副大臣に手渡
した。（１１/２２MEDIFAXより）

中村教授とオンコ社、朝日新聞社を提訴／２
億円の賠償求める
　がんペプチドワクチンの臨床試験に関する記事に
よって名誉を傷つけられたとして、中村祐輔・東京
大医科学研究所教授とオンコセラピー・サイエンス
（角田卓也社長、川崎市）は１２月８日、朝日新聞社
（秋山耿太郎社長）と、記事を執筆した編集委員と論
説委員を相手取り、計２億円の損害賠償と謝罪広告
を求める民事訴訟を東京地裁に起こした。
　焦点となっているのは、朝日新聞の１０月１５日付朝
刊の記事と翌１６日付朝刊の社説。１５日付の記事では、
医科学研究所付属病院で実施されたワクチンの臨床
試験で、被験者に起きた消化管出血が「重篤な有害
事象」と院内で報告されたのに、同種のワクチンを
使っているほかの病院に伝えられていなかったと問
題視した。１６日付の社説では「被験者の安全や人権
を脅かしかねない問題が明らかになった」と記した。
　記事では、ワクチンの開発者として中村氏の名が
記されている。記事が指摘した臨床試験で用いられ
たのは、血管新生を抑えるＶＥＧＦＲ１由来のペプ
チドワクチンだが、特許公報によると、発明者は医
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科研の別の教授だ。出願人はオンコ社と東京大。朝
日新聞は１１月３０日付朝刊で「中村教授は医科研を中
心にして、がんペプチドワクチンの探索やその実用
化を推進するプロセスにおいて主導的な役割を果た
しておられます。こうした趣旨、意味から、記事で
は、中村教授についてペプチドの『開発者』と記し
ました」と説明した。一方、中村教授によると、Ｖ
ＥＧＦＲ１由来ワクチンについて、朝日新聞記者か
ら開発者か否かを問われたことはないという。
　オンコ社は、記事中で「治験前の臨床試験にも深
く関与している」とされた。しかし、角田氏による
と、記事で指摘された臨床試験に社としてかかわっ
た事実はないという。
　会見では、弁護士が記事について「中村氏がオン
コ社と癒着し、金銭目的でワクチンの臨床研究を取
り仕切っているかのような印象を与える」と指摘。
中村氏も「重篤な有害事象を私が隠蔽し、利益を得
ようとしているという歪曲をわざとやっているとし
か考えられない」と話した。角田氏は「患者さんが
心配されるような記事を、不正確な状態で出すのは
いかがなものか」と述べた。
　朝日新聞社広報部の話：当該記事は臨床試験制度
の問題点を被験者保護の観点から医科研病院の事例
を通じて指摘したもので、確かな取材に基づいてい
ます。記事の狙いなどについては、１１月１０日付朝刊
「臨床試験を考える」、１１月３０日付朝刊「ワクチン臨
床試験報道　患者　こう受け止めた」で改めて報じ
ました。医療サイト・アピタルには医科研代理人か
らの書面に反論する回答書などを掲載しています。
（１２/９MEDIFAXより）

 

社保審・介護保険部会が報告書公表
　２０１１年の通常国会に関連法案の提出を目指す次期
制度改正について議論していた厚生労働省の社会保
障審議会・介護保険部会は、１１月３０日付で「介護保
険制度の見直しに関する意見」を取りまとめて公表
した（資料３、後掲４２ページ）。１１月２５日の会合で事
務局が示した報告書案に文言修正や追加意見を盛り
込んだが、「介護職員処遇改善交付金」を介護報酬に
組み込む方向で検討すべきとの見解や、第２号被保

険者の保険料への総報酬割の導入を両論併記で盛り
込むなど、基本的な骨格はそのまま受け継いだ。
　報告書案で提案した補足給付の支給要件の厳格化
については、慎重な検討が必要との意見を追加。ケ
アプラン作成への利用者負担導入や、要支援者・軽
度の要介護者への給付の縮小については、反対意見
と賛成意見の両論併記のままとした。
　介護保険部会は５月以降、１２年度からの第５期事
業に向けて、介護保険制度の見直しについて検討し
てきた。厚労省は、今回の報告書に基づいて必要な
法改正などを検討し、関連法案を１１年の次期通常国
会に提出する方針だ。（１１/２６・１２/１MEDIFAXより）

「廃止の延期」「廃止の変更」を併記／介護療養
　厚生労働省が１１月２５日の社会保障審議会・介護保
険部会に示した報告書案では、２０１１年度末での廃止
を撤回する方針が示され今後の扱いが検討事項とな
っていた介護療養病床について「廃止方針を変更す
べき」「現存する病床については、長期的に運営を継
続すべき」などの意見があったと記載した。ただ、
素案に盛り込んだ「一定期間に限り猶予することが
必要」との文言はそのまま残し、実質的に「廃止の
延期」に「廃止方針の変更」を併記する形でまとめ
た。
●小規模多機能と訪問看護の複合型も提案
　報告書案では、複数のサービスを一体的に提供す
る「複合型サービス」の導入にも言及。医療サービ
スが必要な重度の要介護者らに対応するため、小規
模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合
型サービスの導入などを提案した。
　報告書案ではこのほか「リハビリテーション前置」
を強調し「リハビリテーションを包括的に提供でき
る地域のリハビリ拠点」の整備を進める必要性など
に触れている。（１１/２６MEDIFAXより）

介護予防事業は再び「予算縮減」／事業仕分け
　行政刷新会議の事業仕分け第３弾後半が１１月１５
日、東京都品川区のＴＯＣビルで始まった。これま
での事業仕分けの反映結果を検証する「再仕分け」
がテーマで、厚生労働省を担当するワーキンググル
ープ（ＷＧ）Ａは、２００９年１１月の仕分けで予算縮減
を求めた介護予防事業について議論した。厚労省は
０９年の仕分け結果を受け、介護予防事業の１０年度予
算を前年度から８５億円削減して１７６億円とした。１１年
度も同額の１７６億円を要求しているが、ＷＧは「事業
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効果の検証が必要」などの意見を示し、予算をさら
に縮減するよう求めた。縮減割合については、複数
意見が出されたため「判定不能」となった。
　介護予防事業では、被保険者が要介護状態になる
ことを防ぐため、高齢者への啓発活動や相談事業な
どが実施されている。再仕分けでは、現在の事業内
容が介護予防につながっているのか疑問視する声が
多く上がった。山崎摩耶衆院議員は介護予防の重要
性は認識しているとした上で「今のスキームでは介
護予防になっていない。国民が意識を持って介護予
防に取り組むような（事業費の）使い方でなければ、
費用対効果はないと思う」と述べた。
　再仕分け終了後、厚労省の小林正夫政務官は介護
予防の大切さを指摘した上で、効果判定に関して「例
えば運動したから介護認定を受けるのが遅くなった
と証明するのは難しい」と述べた。
（１１/１６MEDIFAXより）

介護療養の廃止「３年の猶予を」／民主介護
ＷＴ提言案
　民主党の「介護保険制度改革ワーキングチーム（Ｗ
Ｔ）」（主査＝藤田一枝衆院議員）は１２月８日、介護
療養病床の廃止に３年の猶予を持たせることなどを
盛り込んだ提言をまとめ、厚生労働部門会議に報告
した。部門会議では特に異論がなく、党政策調査会
役員会の審査を経て、来週にも党の提言にまとまる
予定だ。
　政府が２０１１年の通常国会に提出する介護関連法案
に反映させるため、ＷＴは介護保険制度の見直しを
求める提言をまとめた。
　介護療養病床は１１年度での廃止が法律で決まって
いるが、介護施設などへの転換が思うように進まず
厚生労働省は１１年度の廃止を撤回した。今後の取り
扱いを決めた上で１１年の通常国会に関連法案を提出
することになっている。厚労省の社会保障審議会・
介護保険部会は報告書で「新規の指定は行わず、一
定の期間に限って猶予することが必要」と明記して
いる。ＷＴは提言で「猶予期間は３年とし、新規の
設置・転換は認めない」と記述し、廃止を延期する
法改正を求めた。
　「介護職員処遇改善交付金」についてＷＴは「１２年
度以降も継続し、外付けで対応するのが望ましい」
として年間１９００億円規模となる予算措置を要望し
た。一方でＷＴは交付金を介護保険に組み込む場合
の前提条件も示し、介護職員の賃金引き上げが確実

に行われるようガイドラインの策定を求めた。
　処遇改善を介護保険に組み入れた場合、年間１４００
億円の国費が浮くが、藤田主査は部門会議終了後の
記者団の取材に「厚労省は（浮いた１４００億円を）き
ちんと獲得して、処遇改善以外のサービス給付に付
けるべきだ」と述べ、介護サービスの充実に向けて
介護保険への公費投入を求めた。
　このほか、ケアプラン作成費の自己負担化や、軽
度者の自己負担の１割から２割への引き上げについ
て、ＷＴは認めないとした。（１２/９MEDIFAXより）

介護改定率２％強で国費５００億円／「処遇改善」
込みで厚労省試算
　厚生労働省は、介護職員１人当たり月額１.５万円の
処遇改善交付金の財源を介護報酬に組み込んだ場
合、２０１２年度改定で２％強のプラス改定が必要とな
り、国の負担増は年間５００億円程度になるとする「制
度見直し事項の財政影響試算」をまとめ、１１月１９日
の社会保障審議会・介護保険部会（部会長＝山崎泰
彦・神奈川県立保健福祉大教授）に提出した。この
場合、第１号保険料の上昇幅は月額１００円程度。一方、
処遇改善交付金を現在のまま継続した場合は、国の
負担は年間１９００億円程度になるとし、介護報酬改定
に組み込んだ方が国の負担が大幅に軽減するとの試
算結果となった。
　このほか必要な制度改正による国庫負担について
は、グループホーム家賃助成や認知症コーディネー
ター配置などの認知症支援に８０億円、ユニット型個
室の居住費の軽減では横浜市などの取り組みを参考
に４０億円と試算した。
　また、国庫負担増として▽公費負担割合を６割に
引き上げた場合に７４００億円程度▽５％の調整交付金
の外枠化によって第１号保険料を軽減させた場合に
４２００億円程度▽３０歳まで被保険者範囲を拡大した場
合に６７０億円程度▽補足給付を公費負担化した場合
に４６０億円程度▽地域支援事業の公費負担化の場合
に２９０億円程度―と試算した。
　一方、国庫負担分の軽減措置としては、第２号保
険料に総報酬割を導入した場合を試算。総報酬割を
２分の１導入した場合は６４０億円程度、３分の１の導
入では４３０億円程度、国庫負担が軽減できると試算し
た。
●第５期保険料、月額５２００円と試算
　第５期保険料の試算では、必要とされる見直し事
項のすべてを次期改定で盛り込んだ場合、全国平均
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で月額５２００円程度になるとした。第４期の全国平均
は４１６０円。介護施設の定員を１６万人増やす緊急基盤
整備の影響による１０００円程度の自然増に加え、第５
期で盛り込むべき事項の候補として、処遇改善交付
金相当分で１００円程度、居宅サービスの充実で１５円程
度、ユニット型個室の居住費の軽減で１０円程度の月
額負担が増加する。
　保険料の軽減措置としては、現在約２８００億円ある
財政安定化基金のうち１６００億円程度を取り崩して月
額１５０円程度軽減できると試算。また、今期分を含み
総額２８００億－２９００億円を見込む介護給付費準備基金
の一部取り崩しで月額１３０円軽減できるとした。
　このほか保険料軽減措置の案として、高所得者の
自己負担引き上げで月額２０円程度、居宅介護支援の
自己負担導入で月額２０円程度軽減できるとする試算
を示した。（１１/２２MEDIFAXより）

たん吸引で「介護福祉士法」改正へ／厚労省
検討会が中間まとめ
　厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の
実施のための制度の在り方に関する検討会」（座長＝
大島伸一・国立長寿医療研究センター総長）は１２月
１３日、これまで「違法性阻却」として運用上、認め
られてきた介護職員等によるたんの吸引と経管栄養
について、「社会福祉士及び介護福祉士法」など関連
法を改正することで、法律上、実施を認めるとした
中間取りまとめを大筋で了承した。今後は、実施の
ために必要な研修内容の詳細や、一定期間設ける予
定の経過措置の在り方などについて議論し、２０１２年
度からの実施を目指して改正案を１１年の通常国会に
提出する方針だ。
　中間取りまとめでは、実施できる行為の範囲を▽
たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）
▽経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）─と
し、「口腔内・鼻腔内は咽頭の手前までが限度」「胃
ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ
挿入状態の確認は看護職員が行う」の２点を明記し
た。行える範囲については「将来的な拡大の可能性
も視野に入れた仕組みとする」との文言を盛り込ん
だ。
　たんの吸引・経管栄養の実施に必要となる研修の
内容については、５０時間の講義を含む基本研修と実
地研修の体制で１０年１０月から実施している試行事業
の結果を踏まえてさらに検討するとした。試行事業
の結果報告など検討材料が出そろうのを待って、２

月以降に次回検討会を開催する予定だ。
●「医行為」の議論再燃
　この日の会合では、介護職員等が実施できる行為
について「医行為から外した形で認めるのか」「医行
為のまま、必要な研修の修了者に認めるのか」の議
論が再燃した。三上裕司委員（日本医師会常任理事）
は「可能な限り速やかに結論を得るためにも、新し
い資格をつくるような法改正より、解釈通知を出す
ほうが早いと思う」とあらためて主張。一方、島崎
謙治委員（政策研究大学院大教授）は「現在は何か
起こった場合、ヘルパーが個人で責任を負わなけれ
ばいけないような状況。こういう問題を解決するに
は法改正が必要」と指摘した。
　大島座長は会合後、記者団に対し、「中間取りまと
めとしては付記というような形で『医行為から外す
べきとの強い意見もあった』との記述は残る」と述
べた。（１２/１４MEDIFAXより）

介護２次予防の認知度、一般市民の８１.６％／
厚労省が意見募集
　介護保険の２次予防事業の認知度は一般市民の
８１.６％─との結果が、１１月１２日に厚生労働省が発表
した介護予防事業に関する意見募集の集計結果で出
た。
　厚労省のホームページ上で募集したところ、一般
市民４１８人のほか、地域包括支援センターの職員、自
治体（都道府県、市町村）の職員ら計１０８８人から意
見が寄せられた。意見の募集は自由記述を含む選択
式で実施した。
　２次予防事業に対する評価では、全回答者の
３５.６％が「よい」と答えたのに対し、２５.２％は「あま
りよくない」と回答。今後の２次予防事業に関する
意見では、サービスについては「１次予防事業も含
め地域全体の事業として充実してほしい」「対象者、
手続き、評価等の見直しが必要」、財源については
「参加者も一部負担をすべき」との意見も寄せられ
た。
　「今後、参加してみたいプログラム」について、２
次予防事業のプログラムに参加したことがないと答
えた２４６人に聞いたところ、「参加してみたい」と答
えた１６３人のうち８５.９％が「運動のプログラム」と回
答し、「栄養のプログラム」（６３.２％）、「認知症の予
防・支援プログラム」（６１.３％）などが続いた（複数
回答）。（１１/１５MEDIFAXより）
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ペイゴー原則は馴染まない／社会保障で与野
党の議員一致
　「介護保険を持続・発展させる１０００万人の輪」（共
同代表＝樋口恵子氏ら）は１２月１日、「介護保険制度
改正の焦点討議」を開き、出席した民主、自民、公
明など６党の６議員は「ペイアズユーゴー原則は社
会保障制度に馴染まない」との意見で一致した。２０１１
年度末で終了する介護職員の処遇改善交付金につい
ては「介護保険の中に組み込む必要がある」とした
みんなの党の川田龍平議員を除いて、基本的に「公
費負担を維持すべき」との意見で一致した。
（１２/２MEDIFAXより）

介護保険改正「公費負担の拡大を」／保団連
　保団連は１２月８日、厚生労働省の社会保障審議会・
介護保険部会が１１月３０日付でまとめた意見書に対す
る会長談話を、菅直人首相や細川律夫厚生労働相、
衆参厚生労働委員、介護保険部会委員らに送付した。
介護保険部会の議論について「保険料引き上げ、給
付引き下げありきで進められてきた。意見書を前提
に介護保険法改正が準備されてはならない」と主張。
制度改正の在り方について「公費負担を拡大し、介
護サービスの充実を行うよう強く求める」とした。
　１２月８日付で発表した保団連地域医療対策部長の
意見では、介護療養病床の取り扱いに言及。「介護施
設であるとともに、急性期病院の後方病床としての
機能や、居宅での急変に対応する病床としての機能
も有している」とし、廃止の撤回を訴えた。
（１２/９MEDIFAXより）

介護利用料・保険料引き上げに反対／保団連
　保団連は、介護サービスの充実は介護保険の利用
料・保険料負担の拡大ではなく、公費負担の拡大に
よって実現すべきだとして、１２月６日付で細川律夫
厚生労働大臣と社会保障審議会・介護保険部会委員
に対して要望書を送付した。
　厚生労働省は１０月２８日の介護保険部会で、介護保
険法改正に向けて、利用者負担の引き上げや、第２
号被保険者への総報酬割の導入・４０歳未満からの保
険料徴収などの検討項目を示した。これに対し保団
連は、利用者負担を引き上げると、国民が必要な介
護を受けることが困難になると反対し、公費負担の
拡大を求めた。（１１/９MEDIFAXより）

 

０８年度国民医療費、過去最高の３４.８兆円
　２００８年度の国民医療費が３４兆８０８４億円で過去最高
を更新したことが、厚生労働省が１１月２４日に発表し
た「０８年度国民医療費の概況」で明らかになった。
国民１人当たりの国民医療費も２７万２６００円、国民所
得に占める国民医療費の割合も９.９０％で、いずれも
過去最高となった。６５歳以上高齢者の国民医療費の
割合は５４.６％で、１人当たりでは６４歳以下と比べて
約４.２倍だった。
　国民医療費総額は前年度比２.０％増。０８年度診療報
酬改定率マイナス０.８２％を勘案した場合、自然増は
ほぼ例年並みとみられる。厚労省によると、自然増
分の内訳は高齢化による部分が約１.３％増、医療の高
度化などによる部分が約１.５％増、人口減少の影響が
約０.１％減と見ている。
　財源別に見ると、公費分１２兆９０５３億円（構成割合
３７.１％）、保険料分１６兆９７０９億円（同４８.８％）、患者負
担など４兆９３２３億円（同１４.２％）。国庫負担分が全体
に占める割合は２５.１％。保険料分のうち事業主負担
分が全体に占める割合は２０.４％、被保険者負担分は
２８.３％だった。前年度比伸び率は、国庫負担分が２.９％
増、保険料の事業主負担が３.１％増。低所得者に対す
る後期高齢者医療制度保険料の軽減策などにより、
保険料の被保険者負担は０.２％増にとどまった。
　診療種類別では一般診療医療費が２５兆９５９５億円
（前年度比１.２％増）で全体の７４.６％、歯科診療医療費
が２兆５７７７億円（同３.１％増）で全体の７.４％、薬局調
剤医療費が５兆３９５５億円（同５.３％増）で全体の１５.５％
など。
　一般診療医療費に限ると６５歳以上は１４兆５９９１億円
で全体の５６.２％を占める。６５歳以上の１人当たり国
民医療費は５１万７４００円、６４歳以下は１１万４２００円で４.５
倍の差となる。
　一般診療医療費を詳しく見ると、病院では入院が
前年度比２.０％増と伸びる一方、入院外は外来患者数
の減少などにより１.５％減。診療所では有床診療所の
減少や病床数・在院患者数の減少で入院が７.４％減、
入院外は２.３％増となった。
　疾病別では、「循環器系疾患」５兆２９８０億円、「新
生物」３兆３１２１億円、「呼吸器系疾患」２兆１８６億円
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の順。男女とも「循環器系疾患」「新生物」が１、２
位を占めたが、３位以下は男性が「腎尿路生殖器系
疾患」「呼吸器系疾患」「内分泌・栄養・代謝疾患」、
女性が「筋骨格系・結合組織疾患」「内分泌・栄養・
代謝疾患」「損傷・中毒など」の順となった。
（１１/２５MEDIFAXより）

給付・国民負担とも過去最大／０８年度社会保
障給付費
　２００８年度の社会保障給付費のうち、医療部門の給
付費額は前年度比２.３％増の２９兆６１１７億円だったこ
とが１１月１２日、国立社会保障・人口問題研究所のま
とめで分かった。同研究所は、０７年度の３.０％増に比
べて伸び率がやや鈍化したことについて「診療報酬
改定がネットで０.８２％減だったことが一因とみてい
る」と説明した。社会保障給付費総額は９４兆８４８億円
（前年度比２.９％増）、国民１人当たりの社会保障給付
費７３万６８００円（同３.０％増）と、ともに過去最大を更
新した。
　国民の負担率を示す社会保障給付費の対国民所得
比は前年度比２.６１ポイント増の２６.７６％で過去最大を
記録した。社会保障給付費総額が２.９％増だったのに
対し、国民所得が７.１％減だったためで、国民所得減
について同研究所は「リーマンショックで国内経済
が著しく打撃を受けたことが要因だろう」と分析し
ている。国民所得に占める医療部門の割合は８.４２％
（前年度比０.７８ポイント増）だった。
　部門別のほかの給付費では「年金」部門が４９兆５４４３
億円（前年度比２.６％増）、「福祉その他」が１４兆９２８９
億円（同５.１％増）。社会保障給付費総額に占める割
合は「年金」が５２.７％（同０.１ポイント減）、「医療」
が３１.５％（同０.２ポイント減）、「福祉その他」が１５.９％
（同０.４ポイント増）とほぼ横ばい。介護対策費に該
当するのは６兆６６６９億円（同４.６％増）で、給付費総
額に占める割合は７.１％（同０.１ポイント増）だった。
　財源は、給付増に伴い公費負担が３２兆７０１５億円（前
年度比５.４％増）で全体の３２.２％（同１.３ポイント増）、
社会保険料は５７兆４４７６億円（同１.０％増）で全体の
５６.６％（増減なし）だった。（１１/１５MEDIFAXより）

「受診頻度変わらない」が６割／高齢者「１割
→２割」で世論調査
　内閣府は１２月６日、後期高齢者医療制度廃止後の
新たな高齢者医療制度の在り方に対する国民の意識
を調べた「高齢者医療制度に関する世論調査」を公

表した。患者窓口負担が１割から２割に増えた場合
と、３割から２割に減った場合の各受診頻度に関す
る調査で「現在の受診頻度と変わらないと思う」と
回答した割合は「１割→２割」が６１.５％、「３割→２
割」が７５.７％だった。また、国保の保険料について、
すべての年齢で都道府県ごとに保険料を統一するこ
とに「適切」と回答した割合は６５.２％だった。
　調査は全国の２０歳以上の３０００人を対象に個別面接
聴取法で行われ、対象者が質問に関連する資料を読
んだ後、調査員が質問した。有効回収数は全体の
６４.７％となる１９４１人。
　患者窓口負担に関する調査では、現行で１割を負
担する対象者（４２９人）に２割負担後の受診行動を聞
いた。「現在の頻度と変わらない」が６１.５％で、「少
し控える」が２５.２％、「かなり控える」は１２.４％だっ
た。
　一方、３割負担の対象者（１４４２人）には、２割負
担になった場合について「かなり気軽に受診するよ
うになる」「少し気軽に受診する」「現在の頻度と変
わらない」の質問で調査。「変わらない」が７５.７％、
「少し気軽に受診」は１８.２％、「かなり気軽に受診」
は５.５％だった。
　厚生労働省保険局高齢者医療課の吉岡てつを課長
は、高齢者医療制度改革会議で示した７０－７４歳の窓
口負担を現在の１割から２割にする案に触れ、「気軽
に受診」の回答が合わせて２３.７％だった結果などを
挙げて「（２割負担になっても）冷静に行動してもら
えると思う」と分析。一方で「今回の結果をもって、
国民に理解してもらえるとの判断はできない」とし
た。
●保険料統一、「適切」が６５％
　国保の保険料に関して、すべての年齢で都道府県
ごとに保険料を統一させることに対する調査も行
い、「適切」が６５.２％、「適切ではない」が２３.７％だっ
た。「適切」と回答した人に統一の進め方を聞いた調
査では「まず６５歳以上で統一し、最終的にすべての
年齢で統一」が３７.０％、「まず７５歳以上で統一し、最
終的にすべての年齢で統一」が３１.４％、「速やかにす
べての年齢で統一すべき」が２８.０％だった。
　また、７５歳以上の医療費を支える方法も調査。「税
金による負担割合を増やす」が４３.４％、「現在の仕組
みと同程度の負担割合で、税金、現役世代の保険料、
高齢者の保険料の各負担額を増やす」が３２.９％、「高
齢者保険料による負担割合を増やす」が１２.０％、「現
役世代の保険料による負担割合を増やす」が９.６％だ
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った。（１１/９MEDIFAXより）

税負担増容認が４３％／介護保険、内閣府世論
調査
　内閣府が１１月２０日付で発表した介護保険に関する
世論調査によると、保険料増加を抑える方法（複数
回答）について「公費（税金）負担割合の引き上げ」
が４３.１％で最も多かった。「保険料負担の増加はやむ
を得ない」が３５.７％で続き、以下「４０歳未満の若年
層からも保険料を徴収」２９.１％、「自己負担割合の引
き上げ」２０.１％の順。
　介護保険についてはこのほか要介護度が軽い人を
保険給付の対象外とする「軽度者の全額自己負担化」
を支持する人が１５.６％、利用回数など「１人当たり
のサービス量を制限」は１５.４％だった。
【共同】（１１/２４MEDIFAXより）

後発品に躊躇、理由は「品質」／中医協・改
定結果検証調査
　厚生労働省は１２月８日の中医協・診療報酬改定結
果検証部会（部会長＝牛丸聡・早稲田大政治経済学
術院教授）に、２０１０年度診療報酬改定に関する後発
医薬品使用状況の特別調査結果の速報を示した。医
師を対象にした調査では、処方箋の「後発品への変
更不可」欄に署名した理由として、後発品の品質に
対する不安などが上位に入った。
　外来患者への後発品の処方が「多くなった」と答
えた医師は、病院・診療所とも半数余りに上った。
処方せんの「変更不可」欄に署名した経験のある医
師は、病院・診療所とも約３割。署名した理由（複
数回答）で最も多かったのは「後発品の品質が不安」
（病院３８.０％、診療所４１.８％）だった。このほか「患
者からの強い要望」（病院３２.５％、診療所３０.１％）、
「先発品を長く使用し信頼している」（病院２８.７％、
診療所２８.８％）などが上位だった。
　入院患者に対して後発品を「積極的に使用してい
る」と回答した医療機関は病院４５.１％、診療所２２.１％。
後発品使用によって病院の２４.０％、診療所の４.４％が
「問題が生じたことがある」と回答。具体的に生じた
問題（複数回答）は「供給体制上の問題」（５０.７％）
が最多で、前回調査より１２.４ポイント増えていた。
　後発医薬品の採用品目数が全採用医薬品の２０％以
上を占めるなど、後発品の使用促進に取り組む医療
機関を評価するため１０年度改定で創設された「後発
医薬品使用体制加算」を算定している病院は２０.６％

だった。
　患者を対象にした調査では、３４.６％が後発品の処
方を受けたことがあると回答。後発品の処方を医師
に依頼した経験のある患者は１６.５％にとどまった。
後発品に対する認知状況は７３.９％が「知っている」
としたが、加入する保険別では健保組合、協会けん
ぽで８割を超える一方、後期高齢者医療広域連合で
は５５.８％にとどまった。
　病院１５００施設と勤務する医師各施設２人、診療所
２０００施設と保険薬局に来局した患者各施設４人に調
査票を送った。施設の有効回答率は病院３８.３％、診
療所３３.１％だった。
●後発品シェア、頭打ちの傾向
　保険薬局調査では、後発医薬品調剤率を数量ベー
スで見た場合、１０年４月が２２.３％だったのに対し、
８月は２２.８％と微増にとどまった。厚労省は１２年度
までに後発品の数量ベースのシェアを３０％以上にす
る目標を掲げているが、頭打ちの傾向が浮き彫りと
なった。後発品調剤率が「２０％未満」の薬局は４５.２％
で、半数近くを占めた。
　１０年９－１０月の調査で、「変更不可」欄に処方医の
署名がなく後発品に変更可能な処方箋は全処方箋の
６７.０％だったが、このうち１品目も後発品を調剤し
なかった割合は５５.３％に達した。１品目も後発品を
調剤しなかった理由は「患者が希望しなかったため」
が最多となっている。（１２/９MEDIFAXより）

対話仲介者、特定機能・国病病院の５割に配
置／社保審・医療部会
　厚生労働省は１１月１１日の社会保障審議会・医療部
会に、医療者と患者・家族のコミュニケーションの
仲立ちとして、充分な話し合いをする職員「医療対
話仲介者（仮称）」の配置状況についての調査結果を
提示した。
　調査は特定機能病院と国立病院機構の病院２２７施
設を対象に９月に実施し、１９７施設から回答を得た
（回答率８６.８％）。医療対話仲介者を配置している施
設は５０.３％の９８施設あった。相談窓口や医療安全管
理業務の一環としての配置が主な理由として挙がっ
た。
　一方、配置の必要性はあると考えながらも配置し
ていない施設は４１.１％で、人材・財政の不足や教育・
定義の未確立が理由に挙がった。既存の体制で対応
できるとして配置する必要はないと回答した施設は
８.６％だった。
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　医療対話仲介者の配置状況については、専従配置
が９８施設のうち３５施設あった。併任を含めて非専従
で１－２人配置していると回答した施設は６５施設あ
った。医療対話仲介者の内訳は事務職１０６人、医療職
１０１人、福祉職２８人などとなっており、うち医療安全
管理者は６５人だった。
　複数回答方式で聞いた業務内容は「患者・家族か
らの訴えを聞く」が１００％、「患者側と医療者側の話
し合いの場を設定する」８７％、「院内事故調査委員会
や症例検討会に参加して原因分析に関与する」６６％、
「法的解決の過程に関与する」３４％などだった。
（１１/１２MEDIFAXより）

施設職員の高齢者虐待、通報件数が減少／厚
労省調べ
　厚生労働省は１１月２２日、２００９年度の高齢者虐待防
止法に基づく高齢者虐待の実態調査結果を発表し
た。介護施設職員らから虐待を受けたとの相談・通
報件数は４０８件で前年度より９.５％減り、０６年度の調
査開始以来、初めて減少に転じた。うち虐待と判断
されたのは７６件で前年度より８.６％増加した。
　相談・通報件数の減少について厚労省老健局高齢
者支援課認知症・虐待防止対策推進室は、家族らか
らの相談・通報件数が大きく減少しているとし「や
むを得ない事情で身体拘束をする場合に、家族らへ
の説明の徹底が進んでいるのではないか」とみてい
る。
　施設職員らによる虐待が認められたケース（重複
あり）を見ると、最も多かったのは「身体的虐待」
の６９.７％で、「心理的虐待」３４.２％、「性的虐待」１０.５％
などが続いた。虐待を受けた人の７５.４％を女性が占
め、要介護３以上の人が７１.７％、８０代の人が４８.６％に
上った。虐待した側の職種の内訳は、介護職員が
７７.８％、看護職員が６.７％、施設長が４.４％など。年齢
層別では３０歳未満が最も多く２３.３％、３０代が２１.１％
で、両者を合わせて４４.４％を占めた。
　介護保険法または老人福祉法に基づき、人員、設
備、運営に関する基準が遵守されていないとして、
市町村または都道府県が「改善命令」を出したケー
スが１件、「改善勧告」を出したケースが６件あった。
●家族らの虐待は１万５０００件余り
　家族らから虐待を受けたとして相談・通報された
ケースは２万３４０４件で前年度比７.９％増。うち虐待と
判断されたのは１万５６１５件で同４.９％増だった。虐待
した人と受けた人が同居しているケースが８６.４％に

上った。（１１/２４MEDIFAXより）

１０００g未満児、３５年で３倍増／厚労省調査
　厚生労働省が１２月９日、毎年実施している人口動
態統計を基に詳細な分析をまとめた２０１０年度「出生
に関する統計」の概況を発表した。出生時体重が
１０００gに満たない超低体重児が１９７５－２００９年の３５年
間で約３倍に増えていることが分かった。
　単胎で生まれた超低体重児は７５年には８７７人だっ
たが、０９年には２５６６人に達し２.９３倍に増加。多胎出
産の場合も７５年には１６３人だったが０９年には５８４人と
３.５８倍となっている。
　超低体重児を含めた低体重児（出生時体重２５００g
未満）数は、０９年は８万７２８１人で７５年と比べ１.５％増。
特に多胎出産の場合は７５年が１万９８１人だったが、０９
年には１万５３９０人と１.４倍に増えている。
（１２/１０MEDIFAXより）

公費負担の対象年齢、就学前が最多／子ども
の医療費で都道府県
　厚生労働省の雇用均等・児童家庭局母子保健課は
１１月１９日、乳幼児などへの医療費の援助について、
各都道府県の２０１０年４月現在の実施状況の調査結果
を各都道府県あてに送付した。乳幼児などの医療費
に対する公費負担事業の実施状況は、対象年齢は「就
学前」が最も多く（通院３１道府県、入院３２府県）、所
得制限は３４都道府県で設けている。一部自己負担は
３８都道府県で「あり」となっている。
　都道府県別では、群馬県は対象年齢が通院、入院
とも「１５歳年度末」で、所得制限はなく、一部自己
負担も「なし」と公費負担の範囲が最も広い。東京
都は対象年齢が通院、入院とも「１５歳年度末」だが、
所得制限や一部自己負担があるのに対し、福井県は
対象年齢が通院、入院とも「３歳未満」だが、所得
制限や一部自己負担はない。
（１１/２２MEDIFAXより）

「子どもの医療費に利用」は３.９％／厚労省・
子ども手当調査
　厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課は１２
月７日、子ども手当の使い方に関するインターネッ
ト調査の結果を発表した。子ども手当の使途（複数
回答）として、全回答者１万１８３人のうち３.９％が「子
どもの医療費」と答えた。
　調査は８－９月、長子が中学３年生以下の子ども
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と同居する１８歳以上の男女を対象にインターネット
を通じて実施した。国による子ども手当の初の実態
調査だという。
　子ども手当の使途（複数回答）として「子どもの
医療費」と回答した保護者の割合を子どもの年齢別
に見ると▽０－３歳＝８.４％▽４－６歳＝４.１％▽小
学１－３年生＝３.２％▽小学４－６年生＝２.２％▽中
学１－３年生＝１.７％―となった。子どもの年齢が低
いほど、回答率が高くなる傾向が出ている。
　子ども手当の使途の上位には、「子どもの将来のた
めの貯蓄・保険料」（４１.６％）、「子どもの衣類・服飾
雑貨費」（１６.４％）、「子どもの学校外教育費」（１６.３％）
などが挙がった。（１２/８MEDIFAXより）

救急出動、６年連続で５００万件超／１０年版消防
白書
　総務省消防庁がまとめた２０１０年版消防白書による
と、０９年の救急車などの救急出動件数は５１２万５９３６件
（前年比０.５％増）で、６年連続で５００万件を超えた。
救急車の搬送人数４６８万２９９１人のうち、入院加療を必
要としない軽症傷病者と「その他」に分類される人
を合わせると過半数の５０.８％を占めた。
　消防庁は、救急搬送を受け入れてもらえる医療機
関の選定が困難だった事例が全国で相次いだことか
ら、０７年から「救急搬送における受入状況等実態調
査」を実施している。０７年以降も受け入れ医療機関
の選定困難事案は増加していたが、０９年の実態調査
では▽重症以上傷病者の搬送▽産科・周産期傷病者
の搬送▽救命救急センターなどへの搬送―で、救急
隊が４回以上の照会を行った件数が減少した。
　救急車の出動件数は、全国で１日平均１万４０３３件
（前年１万３９６５件）で、６.２秒（同６.２秒）に１回の割
合で救急隊が出動し、国民の２７人に１人（同２７人に
１人）が搬送されたことになる。現場までの到着時
間は平均７.９分（同７.７分）とやや延びた。医療機関ま
での収容所要時間も平均３６.１分（同３５.０分）で、１.１
分長くなった。
　救急車の搬送人員のうち救急隊員が応急処置など
を行った傷病者の割合は９７.８％（４５７万８１５９人）。応
急処置の件数は１１０２万９７０６件（２.５％増）で、うち救
急救命士が傷病者の蘇生などのために行う高度応急
処置件数は９万７１６４件で前年比４.７％増となった。
（１２/２MEDIFAXより）

制度開始以来、補償対象１００件に／産科医療補
償制度
　日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制
度の運営委員会（委員長＝上田茂・同機構理事）は
１２月８日、会合を開き、２００９年１月の制度開始から
の審査状況や原因分析の実施状況について意見を交
わした。審査委員会は１１月２９日までに１５回開催し、
１０７件の審査を実施した。うち制度による補償対象と
なった事案は１０１件で、補償対象外が４件、継続審議
２件となった。
　補償対象外となった４件のうち、１件は新生児期
の呼吸停止が要因で脳性麻痺が発生した事案だっ
た。残り３件については、審査時点での将来の障害
程度について予測困難なことから補償対象とならな
かった事案で、適切な時期に再度診断を受けること
で補償対象と認定される可能性があるとした。
　重度脳性麻痺児の予後を調査している小林廉毅委
員（東京大大学院教授）は沖縄県内での調査結果
（解析中）について触れ、現行制度では補償対象外と
なる子どもを含めて脳性麻痺が発生する割合は１０００
人に約１.７人で、１９８８年から０５年までの出生児で脳性
麻痺と診断された５９２人のうち３７人の死亡を確認し
たと報告した。（１２/９MEDIFAXより）

後発品切り替え効果６９億円／協会けんぽの通
知サービスで
　全国健康保険協会は１２月１日の運営委員会で、加
入者の後発医薬品使用促進に向けて１－６月に実施
した「後発品に切り替えた場合の薬剤費の自己負担
軽減額の通知」サービスの結果を報告した。４７支部
全体での薬剤費軽減額（医療費ベース）は年間で約
６９億６０００万円となった。
　加入者のうち▽４０歳以上▽軽減可能な額が月２００
円以上▽慢性疾患などで先発品を長期服用―の条件
を満たす約１４５万人に軽減効果額を通知した。通知に
よって後発品に切り替えた人の割合は２６.２％で、１
カ月当たりの軽減効果額は約５億８０００万円だった。
　後発品に切り替えた人の割合は、沖縄、鹿児島で
３０％を超えたが、秋田では１９.５％にとどまるなど支
部によるばらつきも見られた。軽減可能額、年齢が
上がるほど切り替える人の割合が高くなる傾向も明
らかになった。
　同協会は当初、軽減効果額を年間約５０億円と見込
んでいたが、見込みを上回ったことについて「２０１０
年度診療報酬改定が後発品使用促進を後押しした可
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能性もある」と説明した。１１月から１１年１月にかけ
ては通知対象を変更して再び通知サービスを実施す
る。（１２/２MEDIFAXより）

前年同期比で収益６.２６％増／日病調査、８割
の病院が増収
　日本病院会（堺常雄会長）は１１月１９日、会員病院
を対象とした診療報酬改定影響度調査（速報版）を
公表し、２０１０年度改定で８割を超える病院の診療収
益が増収となり、収益の平均値は全体で前年同期比
６.２６％増だったことを明らかにした。
　調査は日病の会員病院２４９０病院を対象に６月末か
ら７月末にかけて実施し、１０年６月と０９年６月の月
別の診療収入などを聞いた。３０.８％に当たる７６８病院
から回答を得た。
　「入院＋外来」の収益は８１.６％の病院で増え、前年
同期比での収益の平均値は６.２６％増となった。入院
だけを見ると、８０.７％の病院が増収となり、収益平
均値は前年同期より７.３９％増となった。外来だけを
見ると、増収となった病院は７０.６％で、収益平均値
は３.６３％増だった。
　診療収益を病床区分別で見ると、「入院＋外来」で
は一般病院が６.３１％増、療養・ケアミックス病院が
６.０２％増、精神病院が２.０１％減だった。マイナスとな
った精神病院は回答数そのものが９病院と少なかっ
た。
　１病院当たりの診療収益を見ると、病床規模が大
きくなるほど増収となった病院の割合が高かった。
「入院＋外来」で増収となった病院は９９床以下で
７３.８％だったのに対し、５００床以上では８７.７％に達し
た。
　収益の前年同期比では３００－３９９床が最も高く
７.２９％増だった。また、１人１日当たりの診療収入
単価は、５００床以上で前年同期比７.０３％増と最も高か
った。ただ、ＤＰＣ対象病院に限って見ると、９９床
以下が１０.１６％増と最も高かった。
　今回の結果について堺会長は、これまでできなか
った人員確保や設備投資ができるとしながらも、全
体では医療費用は依然収益を上回っていると説明。
「プラス改定で収益が増えたと言われるが実情はな
かなか厳しい」と強調した。調査では入院基本料や
加算など届け出項目ごとの状況も調べている。
（１１/２２MEDIFAXより）

東京で赤字病院が拡大／全日病の１０年度病院
経営調査
　全日本病院協会は、病院の経営状況を把握するた
め毎年５月に実施している「病院経営調査」の２０１０
年度の調査結果をまとめ、１１月２０日の理事会に報告
した。医業収支率は全体で２.４ポイントアップし改善
しているが、東京では医業収支率１００％未満の赤字病
院が０９年度の３３％から２ポイント増えて３５％となる
など、中小病院が東京で経営を維持していくことの
厳しさが浮き彫りになった。
　西澤寛俊会長は、今回の調査結果に対して「５００床
以上の病院を中心に医業収支の改善が認められた。
１０年度診療報酬改定のプラス改定が影響していると
考えられるが、病院の長期的な存続・再生を可能と
する数値には至っていない」と語り、病院・診療所
の安定的経営の維持に向け、継続的に検討していく
ことが重要と指摘した。
　経営調査は、例年通り５月１日から１カ月間を調
査期間とし、全日病役員や代議員のほか、各県から
無作為抽出した会員病院６００病院を客体とした。回答
病院は３３５病院（回答率５５.８％）。３３５病院のうち、２００
床未満は７５.２％を占めている。２００－４９９床は２２.１％、
５００床以上は２.７％だった。
　病院の収支は、前年度調査の医業収支率１０４.３％か
ら２.４ポイントアップし、今回調査では１０６.７％となっ
た。医業収支率が１００％未満の赤字病院は、前年度調
査で２９８病院のうち６８病院（２２.８％）だったのに対し
て、今回調査では３３５病院のうち６７病院（２０.０％）と
減少傾向となった。
　一方で、東京の赤字病院は、０７年度調査で４２％、
０８年度は５４％、０９年度は３３％、今回調査は３５％と推
移している。政令指定都市の赤字病院の比率の１６％
（前年度調査２２％）と比較しても、東京での赤字病院
の比率は高い。全日病は、東京は大規模病院が多く、
中小病院が経営を維持していくことが難しいためと
みている。
　病床種別で見ると、一般病床の医業収支率は前年
度調査の１０２.６％に対して今回調査は１０５.１％と２.５ポ
イントのアップとなった。療養病床、ケアミックス
病院でも医業収支率は今回調査の方がアップした
が、精神病床だけは１１２.２％から今回調査で１００.３％と
ダウンした。ただ、全日病は精神病床については詳
しい調査が必要としている。
（１１/２４MEDIFAXより）
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長期処方で症状悪化事例、厚労省に提起へ／
日医調査
　日本医師会は１２月８日、病院や診療所の医師４０００
人以上に実施した長期処方の実態調査結果を発表し
た。慢性疾患患者に対し５週間以上の長期処方が広
く行われており、長期処方期間中に患者の症状が悪
化した事例があった。
　長期処方制限は、２００２年度診療報酬改定時の療養
担当規則の見直しで、新薬などの一部を除き原則撤
廃されている。日医は「今回の調査で長期処方によ
る問題事例があることが分かった」として、医師に
適切な処方期間設定を促す一方、厚生労働省に対し、
実態調査の実施や中医協などで処方期間の在り方を
あらためて検討するよう求めていく方針だ。
　調査は、北海道、茨城、群馬、千葉、広島、福岡
で各道県医師会の協力を得て実施。有効回答は病院
医師２８２０人、診療所医師１３９５人の計４２１５人。
　慢性疾患患者に対する「最も多い処方日数」は、
５２.９％が「５週間以上」と回答。対象疾患・薬剤は、
高脂血症（ＨＭＧ―ＣｏＡ還元酵素阻害剤）、高血圧
症（ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗剤）、同（ア
ンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤）が上位を占めた。
　５週間以上の長期処方で遭遇した問題事例として
は「患者の容態変化に気付くのが遅れた」１８.０％、
「患者が服薬を忘れたり中断したため病状が改善し
なかった」３５.８％、「患者が次回再診予約時に診察に
来なかった」５４.８％などが挙がった。
　個別の意見では、容態悪化や受診抑制、重複投与、
処方変更などに関する問題事例が報告されている。
うち容態悪化については「高血圧管理中に腎障害を
発症」「糖尿病が悪化して入院に至った」などの事例
が寄せられた。
　調査結果の詳細は、日医総研のホームページで公
表する予定。（１２/９MEDIFAXより）

産科医の処遇改善、まだ不十分／日産婦医会
が調査
　日本産婦人科医会は１２月８日、同会が実施した「産
婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関
する２０１０年アンケート調査」の結果を発表した。勤
務医の待遇に関する調査では、分娩手当支給率が
５４.１％で、０７年の調査開始から初めて５割を超えた
が、勤務時間や当直回数などに大きな改善は見られ
ず、厳しい勤務条件が続いていることが明らかにな
った。

　調査は全国の分娩取り扱い施設から有床診療所を
除いた１１４２施設を対象に行い、有効回答は７６９施設
（回答率６７.３％）だった。
　１施設当たりの常勤医師数は５.５人で、１カ月の推
定勤務時間は平均３１３時間と前年比でほぼ横ばいだ
った。１カ月当たりの平均当直回数は前年より０.３ポ
イント増えた６.３回で、回答施設の救急や小児科など
と比較して１.５倍だった。
　また、女性の常勤医師の割合が３５.２％と増加し、
院内保育所の設置施設も５５.４％で微増したが、病児
保育や２４時間保育の実施率が１０％台にとどまった。
（１２/９MEDIFAXより）

経済的理由で拒否、医科診療所の４６％／保団
連調査
　保団連は１１月１１日、経済的理由による治療中断や
治療拒否などの受診実態に関する調査報告の最終集
計を発表した。この半年間に、患者の経済的理由か
ら治療を中断・中止する事例が歯科診療所で多いこ
とや、医療費負担を理由に検査・治療・投薬を断ら
れる事例が医科診療所で多いことなどが浮き彫りと
なった。
　調査は各都道府県保険医協会や医会、所属する病
院、医科診療所、歯科診療所を対象に５月中旬から
６月上旬にかけてと、７月下旬から１０月にかけて実
施。回答した９６７７医療機関のデータを基に受診実態
調査の結果をまとめた。
　調査結果を医療機関別に見ると、治療の中断・中
止が「あった」と答えた割合は歯科診療所が５１.３％、
医科診療所が３３.６％、病院が２３.３％だった。検査・治
療・投薬を断られたことが「あった」と答えた割合
は、歯科診療所が３９.３％、医科診療所が４５.５％、病院
が３９.３％だった。また、患者一部負担金の未収金の
発生については、歯科診療所が４７.４％、医科診療所
が４６.３％、病院が７５.０％だった。
（１１/１２MEDIFAXより）

医師事務補助加算「効果あり」が７割／日本
医療事務センター調査
　日本医療事務センターがこのほどまとめた「２０１０
年度・病院事務長へのアンケート調査結果」による
と、勤務医の負担軽減に効果が出ているとの回答が
５割を超えた診療報酬項目は「医師事務作業補助体
制加算」（７３.３％）と「急性期看護補助体制加算」
（５８.８％）だった。負担軽減に効果があるとした回答
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が４割を超えたのは「栄養サポートチーム加算」「総
合入院体制加算」「救命救急入院料」だった。同セン
ターは「勤務医の負担軽減に関する９項目のうち『医
師事務作業補助体制加算』『急性期看護補助体制加
算』以外の７項目は、それほど効果が出ているとは
考えられず、勤務医の負担軽減に効果が表れるのは
時間がかかるようにうかがえた」としている。
　調査は１０年７月から８月にかけて全国５０床以上の
医療機関を対象に実施し、８９８施設から回答を得た
（回答率１８.４％）。１０年度改定の影響のほか、ＤＰＣ
や患者サービスの取り組みなどを聞いた。
　１０年度改定で新設された施設基準項目の算定状況
について「算定済み」としたのは「医薬品安全性情
報等管理体制加算」が４９.６％と最も多く、「急性期病
棟等退院調整加算１」（４１.０％）、「肝炎インターフェ
ロン治療計画料」（３５.１％）、「介護支援連携指導料」
（２８.９％）、「救急搬送患者地域連携受入加算」（２１.８％）
と続いた。（１１/２９MEDIFAXより）

米、医療事故７人に１人／高齢者、月１万５０００
人死亡
　米国の病院に入院した高齢者の７人に１人が投薬
ミスや手術中のミス、院内感染などの医療事故の被
害を受け、月に推計約１万５０００人が死亡していると
する調査報告書を１１月１６日、米厚生省の行政監視機
関である監察官事務所が発表した。
　同事務所は「驚くべき割合だ」としており、政府
は対策強化が求められそうだ。
　同省の調査チームが、２００８年１０月に米国の高齢者
向け公的医療保険（メディケア）を利用して退院し
た７８０人を対象に調査。その結果、入院患者の１３.５％
に相当する月間約１３万４０００人が医療事故によって健
康被害を被り、うち約１万５０００人が死亡したと推計
された。４４％は適切な対策をとっていれば、防ぐこ
とができた事故とみられるという。
　医療事故により入院期間が長引くなどして、保険
の支払額は０８年１０月だけでも３億２４００万ドル（約２７０
億円）増えたとしている。
【ワシントン共同】（１１/１８MEDIFAXより）

 

新高齢者制度「認められない」／保団連談話
　保団連は１２月９日、厚生労働省が示した新たな高
齢者医療制度の最終取りまとめ案について「断じて
認められない」とする三浦清春政策部長名の談話を
発表した。
　最終案の「最大の問題点」として７５歳以上を別勘
定にした点を挙げたほか、７０－７４歳の窓口負担を１
割から２割とすることなどによる受診抑制への懸
念、現役世代の保険料増加、地方負担の増加などを
問題視。広域化した国保の財政運営と医療費適正化
計画の目標達成の両方について、都道府県に責任を
負わせることで、新制度の財政管理と医療費抑制策
の立案・実行を一体的に行わせ競わせることが狙い
だと指摘している。（１２/１０MEDIFAXより）

社会保障個人会計につながる／番号制度で保
団連が意見書
　政府が検討を進める社会保障と税の共通番号制度
について、保団連は１２月５日付で創設に反対する意
見を取りまとめ、６日に仙谷由人官房長官や細川律
夫厚生労働相らに提出した。
　共通番号制度の創設などによって、医療や介護、
年金分野の「給付と負担」に関する情報を名寄せ・
突合すれば、容易に個人単位の情報が把握できるよ
うになると指摘。「生存権保障としての社会保障の理
念を変質させ、財界が狙う社会保障個人会計などに
つながる」とし明確に反対する姿勢を示した。
（１２/７MEDIFAXより）

国保資格証明書の廃止を／保団連が要望書
　保団連はこのほど、国保被保険者資格証明書の交
付を直ちにやめ、通常の国保証をすべての国保加入
者に届けるよう求める要望書を細川律夫厚生労働相
に提出した。
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　保団連は併せて、国保資格証明書を交付された被
保険者について、２００８年度と０９年度の受診率の調査
結果を公表した。０９年度の資格証明書被交付者のレ
セプトは１人当たり１０年間で１枚で、受診率（推計）
は一般の被保険者の７３分の１だった。
（１２/２MEDIFAXより）

カルテの完全電子化「検討すべきでない」／
保団連
　保団連は１２月２日、ＩＴ戦略本部の「情報通信技
術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査
会」が「診療報酬請求およびカルテの完全電子化」
を検討項目の１つに挙げたことについて、「そもそも
調査・検討すべきでない」として検討項目から削除
することを求める談話を公表した。
（１２/６MEDIFAXより）

特定看護師の創設に「疑念」／保団連・政策
部長談話
　保団連の三浦清春政策部長は１２月６日、特定看護
師（仮称）の創設に関する談話を発表し、医療の質
や安全性、看護の充実などの観点から「創設へは疑
念」との見解を示した。保団連事務局によると、談
話は保団連の総意ではなく、保団連全体の考えは現
段階でまとまっていないという。
　談話によると、特定看護師の創設によって看護業
務の範囲が拡大した場合、仕事量の増加に伴い、看
護師不足に陥ると懸念。業務範囲の拡大を議論する
前に、国の責任で看護師教育・養成を強化し、看護
師が安定して就業できる条件を整備して、就業看護
師を増やすよう求めた。その上で「看護師に新しい
資格を導入し、医師の業務の一部を肩代わりさせる
ことが、地域医療の崩壊を食い止め、医療再生へ踏
み出す切り札になる認識は安易な発想」と指摘した。
　事務局によると、談話は１２月５日の理事会で承認
を受けた内容。政策部長の談話として発表したこと
について「担当専門部として意見を示すことで、内
外の議論に一石を投じたかった」としている。
（１２/７MEDIFAXより）

新高齢者制度「公費拡充を」／健保連など４
団体が共同アピール
　健保連、経団連、全国健康保険協会、連合の４団
体は１２月６日、議論が大詰めを迎えている高齢者医
療制度の見直しに関する緊急集会を開き、新たな高

齢者医療制度への公費投入の拡充などを求める共同
アピールを採択した。
　集会の冒頭、あいさつした連合の古賀伸明会長は
「現在の後期高齢者医療制度のように、現役世代から
の“仕送り”に過度に依存するのは困難。公費拡充
は喫緊の課題」と訴え、労使と保険者の団体が共同
して公費拡充を求める意義を強調した。
　厚生労働省の「高齢者医療制度改革会議」の委員
を務める宮武剛・目白大大学院教授が改革会議での
議論を説明した後、４団体の代表者が意見表明した。
　経団連の浅野友靖・社会保障委員会企画部会長は
「政府は現役世代の負担が限界に来ていることを顧
みることなく、さらに負担を増やそうとしている。
現役世代の働く意欲、活力を削ぐことになる」と懸
念を表明し、「国民全体で支援する仕組みへの転換が
必要」として公費拡充を訴えた。
　改革会議委員の健保連の白川修二専務理事も「改
革会議に示された財政負担案の最大の問題は公費投
入をほとんどせずに負担の仕組みを変えようとして
いること」と述べ、「健保組合の財政への影響だけで
なく、現役世代の負担を増やそうという政府の姿勢
に疑問を呈している」と訴えた。
　連合の小島茂総合政策局長も「現実的な改革の第
一歩だが、公費拡充は絶対に必要」と主張。全国健
康保険協会の小林剛理事長も「現役世代の負担は限
界。公費拡充は不可避だ」と強調した。
（１２/７MEDIFAXより）
 

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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第１３８号２８

　７月11日、参議院選挙がおこな
われました。その結果は４つの特
徴にまとめられます。
　第１、民主党が大敗し、得票率
でも大きく減少しました。ではそ
の票は自民党に行ったかという
と、自民党には戻りませんでした。
自民党もわずかですが、前年総選
挙の得票率をさらに落としまし
た。その結果、保守二大政党の得
票寡占率は下がりました。これが
第２の特徴です。私は小選挙区制
の定着による保守二大政党の得票
寡占率を「７割のお風呂」と名付
けてきました。この10年、自民党
と民主党の間で票は行ったり来た
りしていますが、自民と民主を足
すと、ほぼ７割で安定してきたか
らです。政治を変えるには、この
「７割のお風呂」を壊すことが重要
だと言い続けてきましたが、今回
民主党が減ったのに、自民党への
揺り戻しもなかったから、保守二
大政党の得票寡占率は減少し、
55.6％に落ち込みました。国民は
明らかに前に進んだのです。
　では、民主党から離れた票は、
７割のお風呂に対抗する反構造改
革、反軍事大国のお風呂へ移った
かというと、そうはなりませんで
した。社民党も共産党も、その受
け皿にはならず、それどころか、
得票・議席ともに減らしたので
す。これが第３の特徴です。では
民主、自民から離れた票はどこへ
行ったのでしょうか。みんなの党
をはじめとする新党がそれを吸収
したというのが第４の特徴です。
　そこで今回は、この新党に焦点
を合わせて、今回の選挙の結果に
光をあててみましょう。

 

　新党の主力であるみんなの党の
票の出方を見てみると、みんなの

党の躍進は、東京をはじめとする
大都市圏での得票の著増であると
いえます。比例区におけるみんな
の党の全国得票率平均は13.6％で
すが、埼玉、東京、千葉、神奈川、
愛知、京都、大阪、兵庫は軒並み
全国平均を大きく上回っていま
す。注目すべきことは、みんなの
党は大都市圏での民主党の減少分
をほぼ吸収しているとみられるこ
とです。
　東京をみてみましょう。民主党
は31.5％、前回総選挙から9.5ポイ
ント落としました。自民党も
20.7％、4.8ポイント落としました
が、みんなの党は、9.1ポイント増
やして15.2％獲得し、新党改革、
立ちあがれ日本がそれぞれ2.3％、
2.5％獲得しました。大雑把に言え
ば、民主党の減少分がそっくりみ
んなの党に、自民党の減少分がそ
っくり新党改革、立ち上がれ日本
に行ったと見てとれます。その結
果、保守二大政党得票寡占率は下
がったのですが、保守全体の得票
率は、なんと09衆院選とぴったり
同じ75.9％で維持されたのです。

 

　みんなの党はなぜ伸びたのでし
ょうか。みんなの党への得票増を
もたらした第１は、民主党支持者
であった大都市の大企業中間管理
職層、ホワイトカラー層を吸収し
たことです。
　もともと、昨年の民主党大勝は、
２つの異なる層と期待が合流した
結果でした。１つは言うまでもな
く、自公の推し進めた構造改革に
怒ってそれを止めてほしいと期待
した層で、都市部の勤労者、高齢
者などと地方の住民がその主力で
した。しかしここで注目したいの
は、もう１つの層、つまり民主党
に急進的な構造改革、官僚主導の

[一橋大学名誉教授]
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げないで、大企業に負担を課して、
企業は外国に逃げていかないか」。
日本の選択肢をめぐるこうした国
民の揺れに、みんなの党が食い込
みました。いつか消費税は上げる
が、まだその前にやることがある。
それは公務員リストラ、社会保障
費削減というとんでもない方策で
すが、それに期待する層がみんな
の党に流れたのです。

 

　こう見てくると、みんなの党は
じめ、新党の躍進の意味がわかり
ます。１つは、この間の政権交代、
政治経験を経て明らかに保守二大
政党の地盤沈下が始まったことで
す。７割のお風呂の揺らぎが現れ
ました。しかし第２に、その不信
層は、未だ、共産党や社民党のお
風呂には行けない。それを新党が
吸収し、保守のお風呂を壊さない

という役割をもちました。その意
味では新党ブームはあくまで過渡
的現象です。
　今度の参院選でがっかりした読
者も少なくないと思います。普天
間で裏切り、構造改革路線へ復帰
し、消費税増税まで掲げた菅民主
党が敗北したことはよいことだっ
たが、どうして共産党や社民党は
小さくなってしまい、よりによっ
て新党などが伸びたのかという失
望・落胆です。しかし、国民はば
かではありません。直線で進むわ
けではありませんが、ジグザグを
くり返しながら確実に学んでいま
す。自民党から民主党へ、さらに
みんなの党へ、その中には明らか
に、政治を前に進める期待が込め
られていることを見逃してはなり
ません。 （７月28日記）

開発型政治からの脱却を求めた大
都市中間層です。この大都市中間
層は、鳩山政権の福祉財政出動、
消費税引き上げに対する消極姿勢
などに幻滅して、鳩山政権から離
れ支持率低下を促進しました。こ
のグループは、代わった菅政権が、
消費税率アップ、法人税引き下げ
など、構造改革路線への復帰を表
明したことで、かなり民主党に戻
りましたが、それでも戻りきらな
かった部分が相当あり、これがみ
んなの党に行ったと考えられま
す。みんなの党の「公務員リスト
ラ」「地域主権改革」など、小泉政
権同様の急進構造改革主張がこの
層に受けたのです。大都市圏のみ
んなの党の躍進のかなりの部分
は、こうした民主党の右からの支
持者からなっています。
　みんなの党の得票増の第２は、
民主党に反構造改革を期待した層
が、民主に絶望して流れ込んだ部
分です。前回総選挙では、地方で
も都市部でも、自民党の構造改革
に嫌気のさした部分が民主党に大
挙流れました。ところが鳩山政権
がジグザグをくり返しただけでな
く、菅政権はなんと消費税増税を
打ちだした。これに対する不信が
民主党離れを生みました。とくに、
女性層では消費税反対が強く、そ
れと今回の参院選での女性票の民
主党離れが重なっています。
　ここで問題なのは、こうした民
主党離れ層が、消費税に一貫して
反対していた共産党や社民党に行
っていない点です。これはまた独
自に分析しなければなりません
が、さしあたり結論だけを示唆し
ておきます。「たしかに消費税引き
上げはいやだ。しかし、かといっ
て共産党の言うように、軍事費を
削って、安保体制が揺らいで日本
の安全は守れるのか。消費税を上

わたなべ・おさむ
１９４７年生まれ。専門は政治学、憲法、日本近代政治史。
著書に『新自由主義か新福祉国家か―民主党政権下の日
本の行方』（共著、旬報社）、『憲法９条と２５条・その力
と可能性』（かもがわ出版）、『構造改革政治の時代―小
泉政権論』（花伝社）、『憲法「改正」―軍事大国化・構
造改革から改憲へ』、『安倍政権論―新自由主義から新保
守主義へ』（旬報社）ほか多数。

クレスコ編集委員会・全日本教職員組合編集
月刊『クレスコ』９月号より転載（大月書店発行）
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資料1
高齢者のための新たな医療制度等について（最終とりまとめ）

　厚生労働省の高齢者医療制度改革会議は１２月２０日、後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制度に関する最終取り
まとめを大筋で了承した。財源について「国費をはじめとする公費の拡充を図るべきことは改革会議の意見の大勢」との文
言を盛り込み、政府・与党が進める税と社会保障の一体改革の方向性と歩調を合わせるべきとの考えを打ち出している。

■ 高齢者医療制度改革会議　２０１０年１２月２０日 ■
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資料2
社会保障改革の推進について

　政府は１２月１４日の閣議で、「社会保障改革の推進について」と題した基本方針を決定した。「政府・与党社会保障改革検討
本部」がまとめた基本方針と同じ内容で▽社会保障の安定・強化に向けた具体的な制度改革案と、税制改革に関する一体的
な検討を２０１１年半ばまでにまとめる▽野党も含めた常設会議体の設置▽社会保障・税にかかわる番号制度について、来年秋
以降早期に関連法案を提出する―が柱となっている。

■ 閣議決定　２０１０年１２月１４日 ■
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資料3
介護保険制度の見直しに関する意見

　厚生労働省は１１月３０日に、社会保障審議会介護保険部会の意見取りまとめについて公表した。部会の意見は、１１月２５日の
会合では集約できず、「山崎部会長預かり」となっていた。これを、この日、最終的にまとめたもの。「介護職員処遇改善交
付金」を介護報酬に組み込む方向で検討すべきとの見解や、第２号被保険者の保険料への総報酬割の導入を両論併記で盛り
込んでいる。

■ 社会保障審議会介護保険部会　２０１０年１１月３０日 ■
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２０１０年度　第１１回　２０１０年１１月３０日
【特別討議】
１．2010年度上半期各部会会務報告
　　△担当＝増田副理事長
２．ＩＴ戦略本部「新たな情報通信技術戦略」の

問題点
　　△担当＝鈴木副理事長

【各担当部報告】
〈総務部会〉
１．週間行事予定表の確認
２．今週の医療情報
３．新規開業会員訪問（①11月16日②19日）状況
４．新規開業未入会会員訪問（11月19日）状況
５．料理教室（11月20日）状況
６．第４回ＩＣＴ検討委員会（11月25日）状況

〈経営部会〉
１．保団連経税担当事務局小委員会（11月19日）
状況

２．保団連近畿ブロック経税担当事務局会議（11
月19日）状況

３．第７回保団連共済部会（11月21日）状況
４．金融共済委員会（11月24日）状況
５．保団連経税担当事務局小委員会（11月27日）
状況

６．保団連経税部会（11月28日）状況
〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談（11月９日）状況
２．医療安全対策部会学習会（11月16日）状況
３．医療従事者向け会員登録制サイト「エムスリ

ー」編集長との懇談（11月18日）状況
４．法律相談室（11月18日）状況
５．医療事故案件調査委員会（11月19日）状況
６．医師賠償責任保険処理室会（11月22日）状況

〈政策部会〉
１．保団連政策部会（11月６・７日）状況
２．保団連近畿ブロック本会議（11月20日）状況
３．『祝の島』上映会（11月20日）状況

〈保険部会〉
１．保団連病院・有床診対策部会事務局小委員会
（11月６日）状況

２．保団連2010年度第２回病院・有床診対策部会
（11月７日）状況

３．外科診療内容向上会（11月13日）状況

４．第３回保団連社保・審査対策部会（11月20日）
状況

５．保団連審査、指導、監査対策担当者会議（11
月21日）状況

【各担当部議事】
〈総務部会〉
１．前回理事会（11月９日）要録と決定事項の確認
２．12月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
３．各部会開催の件
４．第180回定時代議員会準備と執筆分担確認の
件

５．会員入退会及び異動に関する承認の件
６．下京東部医師会との懇談会（11月８日）状況
確認の件

７．京都北医師会との懇談会（11月10日）状況確
認の件

８．上京東部・西陣医師会との懇談会（11月11日）
状況確認の件

９．地区医師会長との懇談会（11月13日）状況確
認の件

10．第６回正副理事長会議（11月16日）状況確認
の件

11．第１回全国事務局長会議への出席の件
12．保団連近畿ブロック事務局長会議への出席の
件

13．全国会長・理事長会議への出席の件
〈経営部会〉
１．税理士との懇談会（11月20日）状況確認の件
２．保団連近畿ブロック主催税務調査アンケート

集計結果確認の件
３．2011年度医師賠償責任保険料見積案内のため

の病院回りの件
４．知っておきたい医院のための雇用管理講習会

開催の件
〈政策部会〉
１．保団連10～11年度第10回理事会（11月14日）
状況確認の件

２．国保一元化問題学習会講師派遣の件
３．反核医師の会世話人会出席の件
４．反核医師医学者のつどいin奈良実行委員会出

席の件
５．医療・福祉・介護シンポジウム「国がすすめ

る『地域包括ケア』を考える」開催の件
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協会だより（定例理事会要録から）



６．福祉国家と基本法研究会「憲章・基本法起草
委員会」出席の件

７．「人体の不思議展」の開催中止を求める取り組
みについてのレクチャーの件

８．「人体の不思議展」の告発人の要請の件
９．「『人体の不思議展』について考える京都ネッ

トワーク」の立ち上げの件
10．『京都保険医新聞』（第2767号）・『メディペー
パー京都』第137号（第2768号）合評の件

〈保険部会〉
１．伏見医師会会員対象「在宅医療点数説明会」

開催の件
２．京都腎臓病患者協議会との懇談会開催の件
３．京都府生活保護医療個別指導立ち会い出席の

件
　　《以上３１件の議事について承認》
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１月のレセプト受取・締切
14日㈮

労
災

10日㈪8日㈯
基金
国保 ◎◎○

※○は受付日、◎は締切日。
　受付時間は午前９時－午後５時です。

1月の相談室
担当＝竹内建築士１月１２日（水）午後２時～医院・住宅

新（改）築
担当＝三井生命のＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）１月２０日（木）午後１時～ファイナンシャル
担当＝松尾弁護士１月２０日（木）午後２時～法 律
担当＝河原社会保険労務士１月２０日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝鴨井税理士１月２６日（水）午後２時～経 営

開催日の３日前までに協会事務局へお申込み下さい。３０分間無料です。
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地区医師会とのとの懇談会ののご案内
場　　所時　間地　　区開催日

ウェスティン都ホテル京都午後２時３０分～左京医師会との懇談会２０１１年１月８日㈯

うじ安心館３階午後２時３０分～宇治久世医師会との懇談会１月１２日㈬

右京医師会館午後２時～右京医師会との懇談会１月２８日㈮

下京西部医師会事務所午後２時３０分～
※役員会午後２時～終了後下京西部医師会との懇談会２月３日㈭

福知山市中央保健福祉センター懇談会：午後４時～
懇親会：午後６時～綾部・福知山医師会との懇談会２月５日㈯

京都エミナース（銀閣の間）午後２時３０分～西京医師会との懇談会２月１５日㈫

山科医師会診療センター午後２時～山科医師会との懇談会２月１７日㈭

ホテルフジタ奈良懇談会：午後４時～
懇親会：午後６時～相楽医師会との懇談会２月１９日㈯

懇談会：吉翠苑
懇親会：吉翠苑

懇談会：午後３時１０分～
懇親会：午後４時３０分～与謝・北丹医師会との懇談会２月２６日㈯

新田辺駅前CIKビル午後２時３０分～綴喜医師会との懇談会３月５日㈯

日　時：2011年1月27日（木）
　　　　午後２時15分～４時
場　所：ビル葆光（ほーこー）
　　　　（中京区室町通御池南西角）
議　題：①2010年度上半期活動報告
　　　　②2010年度下半期重点活動計画
　　　　③決議採択　等

第180回

定時
代議員会
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